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柏
崎
騒
動
管
見生

田
萬
の
落
し
文
」
に
よ
せ
て

小

林

宏

緒

言

一

落
し
文
の
伝
本
と
そ
の
内
容

二

落
し
文
の
信
憑
性

三

落
し
文
の
レ
ト
リ
ッ
ク
㈠

正
当
化
の
為
の
二
つ
の
根
拠

四

落
し
文
の
レ
ト
リ
ッ
ク
㈡

松
平
定
信
の
政
策

五

落
し
文
の
レ
ト
リ
ッ
ク
㈢

国
本
論
」
を
め
ぐ
っ
て

六

落
し
文
の
レ
ト
リ
ッ
ク
㈣

生
田
萬
と
松
平
定
信

結

言

緒

言

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
六
月
一
日
に
勃
発
し
た
柏
崎
騒
動
、
即
ち
生
田
萬
の
乱
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
多
く
の
す

ぐ
れ
た
研
究
成
果
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
件
と
生
田
萬
の
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
史
料
上
の
制
約
も
あ
っ
て
、
研
究
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者
に
よ
っ
て
見
解
が
分
れ
、
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
。

生
田
萬
の
集
団
が
掲
げ
た
二

の
白
旗
に
記
さ
れ
た
「
奉
天
命
誅
国
賊
」、「
集
忠
義
討
暴
逆
」
の

１
）

文
字
は
、
こ
の
集
団
に
よ
る
行
動

の
意
図
や
目
的
を
示
す
唯
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
旗
の
文
言
は
、
余
り
に
も
抽
象
的
で
あ
っ
て
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
を
十
分
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
文
言
の
具
体
的
な
意
味
内
容
を
推
測
せ
し
め
る
文
献
と
し
て
当
時
、
土
地
の
人
々

か
ら
「
生
田
萬
の
落
し
文
」
と
称
さ
れ
た
匿
名
の
檄
文
が
あ
る
。
但
し
こ
の
文
書
の
信
憑
性
に
つ
い
て
も
、
従
来
、
研
究
者
間
に
意
見

の
相
違
が
あ
り
、
そ
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ

の
落
し
文
に
は
、
ま
だ
謎
の
部
分
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
果
し
て
生
田
萬
自
身
が
そ
の
全
文
を
執
筆
し
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
当
時
の
生
田
萬
の
意
向
が
籠
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
事
件
の
本
質
を
探
る
上
に
お
い
て
看
過
す
べ
き
史
料
で
は
な
い
と

考
え
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
先
ず
こ
の
落
し
文
を
通
し
て
、
生
田
萬
が
ど
の
よ
う
な
論
理
を
以
て
柏
崎
の
民
衆
に
対
し
蹶
起
を
呼
び
か
け
、
行
動
へ

の
参
加
を
促
し
た
か
、
そ
の
説
得
の
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
考
察
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
、
併
せ
て
当
時
の
萬
の
心
情
や
思
考

の
一
端
を
知
る
手
懸
り
を
得
た
い
と
思
う
。
な
お
、
こ
の
事
件
の
真
の
動
機
、
意
図
、
目
的
、
及
び
こ
の
事
件
と
萬
の
思
想
と
の
関
係

等
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
直
接
と
り
上
げ
ず
、
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一

落
し
文
の
伝
本
と
そ
の
内
容

最
初
に
、
落
し
文
の
伝
本
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
行
く
こ
と
と
す
る
。
現
在
、
そ
の
原
本
と
思
わ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
管

見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
次
の
伝
本
三
種
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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①

生
田
萬
の
落
し
文
」、
甲
子
樓
主
人
講
演
「
尊
王

救
民
生
田
の
旗
風
」
所
載

②

落
弁
」、「
御
陣
内

マ
ヽ
）

騒
働
記
」（
財
団
法
人
黒
船
館
々
長
、
吉
田
直
一
郎
氏
所
蔵
）
所
載

③

五
月
二
日
落
書
」、「
柏
崎
騒
動
聞
書
」（
柏
崎
市
西
本
町
、
西
巻
憲
一
郎
氏
旧
蔵
、
柏
崎
市
立
図
書
館
所
蔵
）
所
載

①
を
掲
載
す
る
「
生
田
の
旗
風
」
は
、
明
治
三
十
六
年
一
月
十
九
日
の
柏
崎
新
聞
附
録
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
そ
の
後
、
相
馬
御
風

『
義
人
生
田
萬
の
生
涯
と
詩
歌
』（
昭
和
四
年
、
春
秋
社
刊
）
に
転
載
さ
れ
た
。
但
し
、
甲
子
樓
主
人
（
関
甲
子
次
郎
氏
）
が
「
生
田
の

旗
風
」
に
掲
載
し
た
落
し
文
の
祖
本
に
つ
い
て
は
不
明
。

②
に
は
、「
肴
場
四
ッ
角
ニ
壱
丈
斗
之
竹
先
キ
ニ
水
引
ニ
而
結
付
の
落
弁
之
事
」
と
い
う
前
書
が
あ
る
。
ま
た
②
を
掲
載
す
る
「
御

陣
内
騒
働
記
」
の
表
紙
に
は
、「
天
保
八
酉
六
月
朔
日
七
日
認
」「
内
山
篤
次

マ
ヽ
）

控
い
」
の
記
事
が
あ
る
。「
内
山
篤
次
」
は

２
）

不
詳
。

③
を
掲
載
す
る
「
柏
崎
騒
動
聞
書
」
は
、
今
泉
鐸
次
郎
・
今
泉
省
三
他
編
『
越
佐
叢
書

第
八
巻
』（
昭
和
五
十
一
年
、
野
島
出
版

刊
）
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
解
題
」
に
よ
れ
ば
、
当
史
料
は
昭
和
二
十
七
年
、
新
潟
県
中
頸
城
郡
黒
川
村
字
岩
手
の
佐
藤
平

八
氏
宅
の
文
書
整
理
中
に
発
見
さ
れ
、
翌
二
十
八
年
に
柏
崎
市
西
本
町
一
丁
目
の
西
巻
達
一
郎
氏
が
そ
れ
を
譲
り
受
け
た
と
さ
れ
て
い

る
。
な
お
上
記
①
②
③
は
、
何
れ
も
『
柏
崎
市
史
資
料
集

近
世
篇
２
下
』（
昭
和
六
十
年
、
柏
崎
市
史
編
さ
ん
室
）
に
収
載
さ
れ
て

い
る
。

次
に
上
記
三
種
の
伝
本
の
体
裁
に
つ
い
て
み
る
と
、
②
③
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
筆
写
し
た
人
物
は
別
人
で
あ
り
、
②
③
間
に
は
母

子
関
係
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
両
者
と
も
筆
写
の
際
の
誤
字
脱
字
が
認
め
ら
れ
、
必
ず
し
も
良
好
な
写
本
と
は
い
え
な
い
。
①
は
②

③
に
比
べ
る
と
、
誤
字
脱
字
は
少
な
く
、
そ
の
文
章
も
一
応
整
っ
て
い
る
史
料
で
あ
る
。
従
っ
て
研
究
者
の
多
く
は
、
落
し
文
の
引
用

に
際
し
て
は
、
①
を
使
用
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
文
体
に
つ
い
て
み
る
と
、
②
③
に
は
擬
漢
文
体
の
個
所
が
多
い
が
（
例
え
ば
「
可
申
触
者
也
」「
必
蒙
天
罰
も
の
也
」
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等
）、
①
に
は
擬
漢
文
体
の
個
所
は
少
な
く
、
書
き
下
し
文
と
な
っ
て
い
る
個
所
が
多
い
（
例
え
ば
「
申
触
る
可
き
者
也
」「
必
ず
天
罰

を
蒙
る
者
也
」
等
）。
更
に
伝
本
の
内
容
に
つ
い
て
み
る
と
、
①
と
②
③
と
に
は
、
次
の
よ
う
な
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

先
ず
落
し
文
の
冒
頭
に
つ
い
て
。
②
に
は
「
此
書
付
、
早
速
ニ
在
町
可
申
触
も
の
也
。
万
一
、
此
書
付
直
ニ
役
本
ヘ
差
上
候
も
の
有

之
、
必
蒙
天
罪罰

）も
の
也
」、
③
に
は
「
此
書
付
、
早
速
ニ
在
町
可
申
触
者
也
。
万
一
、
此
書
付
直
ニ
役
元
ヘ
差
上
候
者
ハ
必
蒙
天
罰
者

也
」（
句
読
点
、
小
林
、
以
下
同
じ
）
と
あ
り
、
②
の
前
掲
文
の
次
に
は
、
改
行
し
て
「
耳
目
あ
る
在
町
の
も
の
ニ
申
聞
す
事
」
と
い

う
事
書
が
あ
る
。
③
の
前
掲
文
の
次
に
も
、
若
干
の
誤
写
が
あ
る
が
、
や
は
り
改
行
し
て
②
と
同
様
の
文
が
あ
る
。
し
か
し
①
に
は
、

②
③
の
前
掲
文
に
相
当
す
る
文
は
冒
頭
部
に
は
な
く
、
そ
の
末
尾
に
「
但
し
此
書
附
、
早
速
に
在
町
に
申
触
る
可
き
者
也
。
万
一
、
此

書
附
直
に
役
元
へ
差
出
し
候
者
は
必
ず
天
罰
を
蒙
る
者
也
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
①
に
は
、「
耳
目
あ
る
在
町
の
も
の
ニ
申
聞
す

事
」
と
い
う
事
書
は
な
い
。
次
に
落
し
文
の
末
尾
に
つ
い
て
。
②
③
に
は
、
共
に
「
急
度
順
達
可
被
致
候
。
以
上
」
と
あ
っ
て
、
そ
の

後
に
「
触
書

こ
こ
ろ
ざ
し

あ
り
も
の

」（
②
）、「
触
元

心
さ
し
あ
る
者
也
」（
③
）
と
い
う
差
出
し
人
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
①
に
は
、
そ

の
よ
う
な
差
出
し
人
を
示
す
記
載
は
な
い
。

そ
の
他
の
個
所
に
つ
い
て
。
②
③
に
あ
っ
て
、
①
に
は
な
い
文
が
あ
る
。
下
記
の
傍
線
部
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
（
②
を
引
用
、
括
弧

内
は
③
）

⒜

此
時
、
当
年
猶
又
穀
物
不
実
候
へ
は
天
下
大
乱
也
。
御
領
分
は
其
乱
の
許
也
。
然
ル
に
柏
崎
之
御
役
人
、
何
故
在
々
之
長
百
姓

穀
物
を
隠
し
置
候
を
せ
ん
さ
く
致
し
、
…
…

⒝

第
一
は
西
巻
・
岩
下
・
西
山
米
屋
共
、
町
役
人
ハ
中
村
・
宮
川
、
是
を
打
潰
し
、
両
人
之
御
代
官
退
役
被
下
度
、
在
分
ハ
大
肝

煎
不
残
打
潰
し
可
申
事
、
…
…

⒞

御
制
度
御
用

可
）

へ
被
下
、

生

俵

）

米
直
段
、
去
暮
落
札
よ
り
壱
俵
安
ニ

厳

）

御
蔵
敷
御
定
メ
被
下
候
ヘ
ハ
在
町
一
同
難
有
奉
賀

入

）

申
上
候
。

4國學院法學第51巻第4号 (2014)



⒟

此
書
付
、
外
人
ニ
見
せ

終
り
）

候
、
決
断
之
上
、
格
別
此
儀
ニ
付
、
直
ニ
役
元
ヘ
差
上
候
得
は
、
御
心
付
も
勿
論
の
事
ニ
ハ

御
座
）

無
之
候

哉
。
右
中
浜
、
納
屋
町
、
四
ッ
家
、
浦
町
・
柳
橋
等
ニ
…
…

以
上
、
②
と
③
と
で
は
、
そ
の
用
字
に
関
し
て
は
若
干
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
文
体
や
文
の
構
成
は
ほ
ぼ
同
じ
く
、
①
と
は

異
な
っ
て
い
る
か
ら
、
②
と
③
は
同
系
統
の
伝
本
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
①
と
②
③
と
は
何
れ
が
落
し
文
の
原
文
に

近
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
文
体
を
考
え
れ
ば
②
③
の
方
が
原
文
に
近
く
、
落
し
文
の
町
在
へ
の
伝
達
を
命
じ
た
文
も
、
①
の
よ

う
に
末
尾
に
あ
る
よ
り
は
、
②
③
の
よ
う
に
冒
頭
に
あ
る
方
が
よ
り
効
果
が
あ
ろ
う
。
②
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
は
落
し
文
と
は
別
紙

か
、
ま
た
は
落
し
文
の
表
紙
に
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
②
③
の
冒
頭
に
あ
る
事
書
や
末
尾
に
あ
る
差
出
し
人
を
示
す
文
言

も
、
①
に
は
な
い
が
、
落
し
文
の
原
文
に
は
あ
っ
た
方
が
自
然
で
あ
る
。
更
に
②
③
に
つ
い
て
は
、
次
の
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
即

ち
②
を
掲
載
し
て
い
る
「
御
陣
内
騒
働
記
」
の
前
掲
表
紙
の
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
落
し
文
の
全
文
は
事
件
後
、
間
も
な
く
写
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
落
し
文
の
前
掲
前
書
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
撒
布
さ
れ
た
の
は
「
肴
場
四
ッ
角
」
で
あ
っ
て
、
同
所
は
当

時
の
柏
崎
に
お
い
て
人
々
の
最
も
多
く
集
合
す
る
繁
華
な
場
所
で
あ

３
）

っ
た
（
但
し
落
し
文
に
は
、
集
合
す
べ
き
場
所
を
四
地
域
に
分
け

て
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
落
し
文
は
、
こ
の
四
地
域
に
分
け
て
、
多
く
撒
布
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
）。
ま
た
③
に
よ
れ
ば
「
五
月
二
日
落

書
」
と
あ
る
か
ら
、
落
し
文
は
事
件
勃
発
の
約
一
月
前
に
撒
布
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
②
③
を
掲
載
す
る
史
料
に
は
、
落

し
文
の
撒
布
さ
れ
た
日
付
、
場
所
、
状
況
等
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
を
勘
案
す
れ
ば
、
②
③
が
落
し
文
の
原
本
か
ら
直
接

筆
写
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
、
か
な
り
原
文
に
近
い
体
裁
や
内
容
を
も
つ
伝
本
と
考
え
て
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
①
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
か
。
①
は
、
内
容
に
関
し
て
は
②
③
と
そ
れ
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
は
な
い

が
、
落
し
文
の
体
裁
や
構
成
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
②
③
と
は
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
。
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
①
は
後
に
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な
っ
て
落
し
文
の
原
文
に
修
正
の
筆
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
①
で
は
攻
撃
・
非
難
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
米
商
・

町
役
人
の
姓
の
一
字
が
伏
字
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
関
甲
子
次
郎
氏
が
落
し
文
を
「
生
田
の
旗
風
」
に
公
表
し
た
際
に
作
為
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
①
は
②
③
に
比
べ
て
誤
字
、
脱
字
が
少
な
く
、
殆
ど
書
き
下
し
文
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
仮
名
は
す
べ
て
平

仮
名
で
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
読
み
易
く
理
解
し
易
い
。
し
か
し
、
そ
れ
も
関
氏
、
も
し
く
は
他
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
祖
本
が
修
正
さ

れ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

前
掲
②
③
に
あ
っ
て
①
に
な
い
文
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。「
両
人
之
御
代
官
退・
役・
被
下
度
」
は
、
後
段

に
は
「
第
一
、
弐
人
之
御
代
官
、
…
…
是
等
ハ
張
本
ニ
付
、
此
も
の
共
首・
刎・
可
申
事
」
と
あ
っ
て
、
代
官
に
対
し
て
は
、
そ
の
記
述
が

異
な
っ
て
い
る
。
末
尾
の
「
格
別
此
儀
ニ
付
、
直
ニ
役
元
へ
差
上
候
得
は
、
御
心
付
も
勿
論
の
事
ニ
ハ
無
之
候
哉
」
は
、
冒
頭
の
「
万

一
、
此
書
付
直
ニ
役
本
ヘ
差
上
候
も
の
有

ハ
）

之
、
必
蒙
天
罪罰

）も
の
也
」
と
は
、
そ
の
内
容
が
齟
齬
し
て
い
る
。
ま
た
「
米
直
段
、
去
暮
落

札
よ
り
壱
俵
安
ニ
…
…
」
の
文
は
、
柏
崎
陣
屋
の
蔵
米
入
札
の
値
段
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、「
壱
俵
」
安
く
し
た
と
し
て
も
、

飢
民
救
済
に
は
殆
ど
効
果
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
或
い
は
「
壱
俵
」
に
は
脱
字
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
）。
こ
の
よ
う
に
②
③
に
は
不
審

な
記
述
が
あ
る
が
、
も
し
上
記
の
文
が
①
の
祖
本
に
も
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
①
に
そ
れ
が
な
い
の
は
、
後
人
が
落
し
文
の
内
容
を
整
理

し
て
理
解
し
易
い
よ
う
に
削
除
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
但
し
②
③
に
誤
写
・
誤
読
が
あ
っ
て
、
①
の
用
字
が
正
し
い
と
思
わ
れ

る
個
所
も
若
干
存
す
る
。
②
③
の
「
大
塩
平
八
郎
様
之
火大

）事
」、「
此
儀
…
…
私
欲
ニ

拘

は

ら

ぬ

）

か
か
わ
り
候
事
、
第
一
の
肝
要
ニ
候
」（
括
弧
内

は
①
）
等
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
②
③
を
原
文
に
近
い
も
の
と
一
応
考
え
、
今
、
②
③
を
底
本
と
し
、
①
を
参
照
し
て
、
落
し
文
の
全
文
を
左
に
掲
げ
る

こ
と
と
す
る
。
③
は
柏
崎
市
立
図
書
館
所
蔵
本
を
使
用
し
た
が
、
②
は
、
そ
れ
を
掲
載
す
る
「
御
陣
内
騒
働
記
」
の
原
本
を
諸
般
の
事

情
に
よ
り
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、『
柏
崎
市
史
資
料
集

近
世
篇
２
下
』
掲
載
の
も
の
を
便
宜
使
用
し
た
。（

）
内
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は
①
、〔

〕
内
は
②
ま
た
は
③
の
用
字
で
あ
る
（
句
読
点
は
小
林
）。

此
書
付
、
早
速
ニ
在
町

に
）可

申
触
も
の
也
。
万
一
、
此
書
付
、
直
ニ
役
元
へ
差
上出

）候
も
の
有
之
ハ
必
蒙
天
罰
も
の
也
。

耳
目
あ
る
在
町
の
も
の
ニ
申
聞
す
事
。

国
恩
ニ
報
し
困
窮
を
救
ふ
の
一
心
よ
り
の
所
為
。

一
民
は
国
の
本
ニ
而
、
民
の
貧
富
よ
り
国
も
貧
富
す
る

は
）天

利ナ
シ
）の

道
理
也
。
夫
故
、
治
乱
共
に
民
を
富
ま
す
を
肝
要
ニ
致
す
も
の
也
。

扨
柏
崎
、
楽
翁
様
以
来
之
御
政
事
、

常
ニ
）

毎
々
此
儀
を
第
一
と

致
さ
れ
）

可
致
候
処
、
天
保
四
巳
年
以
来
、
き
き
ん
相

〔
打
〕続

き
、
別
而
去
申
年
ハ
殊
之

外
ニ
天
下
き
き
ん
ニ
而
、
す
で
ニ
乱
世
と
も
可
成
趣
、

実

に

）

只
今
ハ
卵
を
か
さ
ね
た
る
こ
と
くき

）

のナ
シ
）時

節
故
、
武
の
備
ハ

最
も
）

尤

可
有
之
儀

也
。
然
ル
ニ
百
姓
は
穀
物
を
他
村
へ
運
ひ
候
得
共
、
御
禁
制
も
無
之
、
悪
商
人
共
、
穀
物
を
積
出
し
候
得
共
、
是
も
御
禁
制
不
被
成

候
故
、
御
領
分
中
、
米
穀

乏
し
く
）

六
ヶ
敷
相
成
、
一
日
の
間
ニ
米
直
段
、
山
ニ
登
る
が
こ
と
くし

）、
此
時
、
当
年
猶
又
穀
物
不
実
候
へ
は
天

は
）

下
大
乱
也
。
御
領
分
は
其
乱
の
許
也
。
然
ル
ニ
柏
崎
之
御
役
人
、
何

に
）

故
在
々
の
長
百
姓
穀
物
を
隠
し
置
候
を
せ
ん
さ
く
致
し
、
其
人

別
を
斗
り
、
壱
合
た
り
と
も
余
分
あ
ら
ば
長帳

）面
ニ
留
、め

）五
人
組
ニ
預
ケ
、
此
分
ハ
不
申
及
、
其
地他

）の
穀
物
を
外
国
江
持
運
ひ
候
も
の

を
重
き
曲
事
ニ
申
付
、
町
人
長
立
候
も
の
は
穀
物
ハ
不
申
及
、
酒
か
す
迄
も
一
切
の
食
物
、
他
国
江
運
ひ
候
も
の
厳

〔

敷

〕

重
ニ
咎
メ
申

付
、
若
又
是
等
之
者
有
之
は
直
ニ
首
を
刎
ね
、
是
ヲ
在
町
江
御
懸
ヶ
可
被
成
之
処
、

此

義

の

）

少
々
之
儀
も
御
禁
制
無
之
は
国
の
制
度
ハ
更
ニ

な
し
と
可
申
。
愈
々
無
法
ニ
候
得
は
、
此
上
は
必
死
と
申
も
の
也
。
乍
去
、
大
塩
平
八
郎
様
之
火大

）事
とは

）堅
く
禁
制
之
事
、
難
渋
之
も

の
は
）

誠
〔
殊
〕ニ

可
憐
事
也
。
第
一
は
西
巻
・
岩
下
・
西
山
米
屋
共
、
町
役
人
ハ
中
村
・
宮
川
、
是
を
打
潰
し
、
両
人
之
御
代
官
、
退
役

被
下
度
、
在
分
ハ
大
肝
煎
不
残
打
潰
し
可
申
事
、
下
と
し
て
御
上
様
に
御
差
図
致
ニ
ハ
無
之
、
此
儀
私
欲
ニ
さ
へ
抱拘

は
）り

不
申
候
ハ
バ

天
理
ニ
相
叶
候
間

私
欲
ニ

拘

は

ら

ぬ

）

か
か
わ
り
候
事
、
第
一
の
肝
要
ニ
候
。
御
制
度
御

ひ
）

用
へ
被

〔
可
〕

下
、

〔

生

俵

〕

米
直
段
、
去
暮
落
札
よ
り
壱
俵
安
ニ
厳

敷
御
定
メ
被
下
候
ヘ
ハ
在
町
一
同
難
有
奉

存

）

賀
申
上

〔

入

〕
候
。
併
此
儀
御
取
用
ひ
無
之
候
ハ
バ
迚
も
必
死
ニ
候
間
、
一
同
覺
悟
を
極
メ
、
上
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ハ
中
浜

の
）三

ッ
石
ニ
打
集
り
、
納
屋
町
ハ
直
ニ
浜
ニ
打
出
テ
、
四
ッ
家
ハ
悪
田
浜
ニ
打
出
し
、
浦
町
・
柳
橋
辺
の
も
の
ハ
不
残
西
光

寺
の
下
へ
打
集
り
、
評
義
之
上
、
江
戸
迄
も
、
桑
名
迄
も
、
御
公
儀
様
迄
も
願
出
可
申
事
也
。
迚
も
必
死
之
事
故
、
在
町
共
、
能
々

耳
目
を
ひ
ら
き
て
考
へ
早
々
可
打
立
も
の
也
。
第
一
、
弐
人
之
御
代
官
、
此
西
山
・
岩
下
・
西
巻
米
屋
、
在
分
ハ
大
肝
煎
不
残
、
是

等
ハ
張
本
ニ
付
、
此
も
の
共
首
刎
可
申
事
、
楽
翁
様
の
御
代
な
ら
ハ
如
斯
之
処
、

只
今
）

我
々
共
、
国
法
ニ
し
た
か
へひ

）、
天
照
大
神

の
御
勅
ニ
し
た
が
へひ

）来
候
得
共
、
楽
翁
様

の
）御

思
召
も
一
同
之
事
ニ
付
、
少
々
其
法
ニ
隨
ひ
、
一
同
百
姓
町
人
の
難
渋

の
者
共
）

も

、

早
々
決
断
し
て
是
等
の
首
を
刎
て
、
天
神
・
楽
翁
様
の
御
主
意
ニ
か
わ
る
べ
き
も
の
也
。
其

要

）

か
な
め
ハ
是
よ
り
他
事
無
之
事
也
。
此

書
付
、
外
人
ニ
見
せ
終
り
、
決
断
之
上
、
格
別
此
儀
ニ
付
、
直
ニ
役
元
へ
差
上
候
得
は
御
心
付
も
勿
論
の
事
ニ
ハ
無
之

〔
御
座
〕候

哉
。
右
中

浜
、
納
屋
町
、
四
ッ
家
、
浦
町
・
柳
橋
等
ニ
急
度
順
達
可
被
致
候
。
以
上
。

触
元

こ
こ
ろ
ざ
し
あ
る
も
の

落
し
文
の
内
容
は
、
次
の
三
段
階
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

㈠

民
は
国
の
本
ニ
而
、
民
の
貧
富
よ
り
国
も
貧
富
す
る
は
天
の
道
理
也
。
…
…
武
の
備
ハ
尤
可
有
之
儀
也
。」

㈡

然
ル
ニ
百
姓
は
穀
物
を
他
村
へ
運
ひ
候
得
共
、
御
禁
制
も
無
之
、
…
…
米
直
段
、
去
暮
落
札
よ
り
壱
俵
安
ニ
厳
敷
御
定
メ
被

下
候
ヘ
ハ
在
町
一
同
難
有
奉
存
候
。」

㈢

併
此
儀
御
取
用
ひ
無
之
候
ハ
バ
迚
も
必
死
ニ
候
間
、
…
…
急
度
順
達
可
被
致
候
。
以
上
。」

㈠
は
飢
饉
に
悩
む
柏
崎
の
町
在
民
に
対
し
、
施
す
べ
き
政
策
の
基
本
原
理
を
述
べ
た
も
の
、
㈡
は
飢
饉
に
よ
る
柏
崎
の
町
在
民
の
危

機
的
状
況
を
述
べ
、
そ
の
原
因
を
招
い
た
悪
吏
・
奸
商
の
処
罰
を
求
め
た
も
の
、
㈢
は
柏
崎
の
町
在
民
に
対
し
、
一
致
団
結
し
て
柏
崎

陣
屋
の
暴
政
に
対
す
る
積
極
的
な
抵
抗
を
呼
び
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
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二

落
し
文
の
信
憑
性

前
章
で
は
落
し
文
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
試
み
た
が
、
こ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
前
記
伝
本
の
②
③

が
落
し
文
の
原
文
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
「
生
田
萬
の
落
し
文
」
と
称
さ
れ
る
文
書
が
果
し
て
生
田
萬
自
身
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
記
②
が
「
御
陣
内
騒
働
記
」
と
い
う
題
名
を
も
つ
記
録
の
冒
頭
部
に
、
③
が
「
柏
崎
騒
動
聞
書
」
と
い
う
項
目
名
を
も
つ
記
事
の

中
に
、
共
に
落
し
文
以
外
の
騒
動
関
係
記
事
と
一
緒
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
事
件
当
初
か
ら
人
々
に
よ
っ
て
、
こ
の
落
し
文
が

当
事
件
と
関
係
の
深
い
文
書
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
従
っ
て
「
生
田
の
旗
風
」
を
著
わ
し
た
関
甲
子
次
郎
氏
も
、

こ
の
落
し
文
を
引
用
す
る
に
当
っ
て
、「
其
頃
柏
崎
の
諸
所
に
、
落
し
文
を
為
す
者
が
あ
り
ま
し
た
。
誰
の
所
為
し
わ
ざ

か
一
向
し
れ
ま
せ
ん

か
っ
た
。
後
に
は
之
れ
を
生
田
萬
の
、
落
し
文
と
人
々
は
云
ひ
ま
し
た
」
と
し
て
そ
の
全
文
を
紹
介
し
、
そ
の
後
に
大
塩
の
檄
文
と
比

較
し
て
、「
只
大
塩
先
生
の
檄
文
は
、
生
田
先
生
の
落
文
よ
り
は
、
余
程
綿
密
に
し
て
、
且
つ
長
文
な
る
も
の
で
有
り
升
」（
相
馬
御
風

前
掲
書
三
〇
一
頁
以
下
）
と
述
べ
て
、
こ
の
落
し
文
を
生
田
萬
が
書
い
た
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
こ
の
落
し
文
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
研
究
者
間
に
意
見
の
相
違
が
生
じ
た
。
次
に
当
事
件
の
代
表
的
な
研
究
者
で

あ
る
三
者
の
見
解
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

㈠

伊
東
多
三
郎
『
国
学
者
の
道
』
昭
和
四
十
六
年
、
野
島
出
版
刊
（
昭
和
十
九
年
刊
の
改
訂
版
）

伊
東
氏
は
、
こ
の
落
し
文
に
つ
い
て
、「
文
辞
が
拙
な
く
内
容
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
、
生
田
萬
の
檄
文
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」

（
二
二
二
頁
）
と
し
て
、
そ
の
研
究
を
断
念
し
、
そ
の
全
文
は
「
た
だ
参
考
の
た
め
」（
同
上
）
と
し
て
、
関
甲
子
次
郎
氏
の
掲
げ
る
前
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記
「
生
田
萬
の
落
し
文
」（
①
）
を
転
載
し
て
い
る
。

㈡

上
田
賢
治
「
生
田
萬
考
」『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
二
輯
、
昭
和
四
十
八
年

上
田
氏
は
、
こ
の
落
し
文
が
土
地
の
人
々
か
ら
「
生
田
の
落
し
文
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
て
、「
生
田
萬
の
檄
文
と
は

考
え
ら
れ
な
い
」
と
す
る
伊
東
説
に
対
し
、「
必
ず
し
も
、
そ
う
と
ば
か
り
は
思
わ
れ
な
い
」
と
述
べ
、
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
事
実

を
指
摘
さ
れ
た
。
即
ち
、
こ
の
落
し
文
の
内
容
が
大
塩
の
檄
文
ほ
ど
儒
教
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な
く
、
全
体
が
何
れ
か
と
い
え
ば
神
道
的

で
さ
え
あ
る
こ
と
、
萬
が
か
つ
て
館
林
侯
に
奉
っ
た
藩
政
改
革
意
見
書
「
岩
に
む
す
苔
」
と
落
し
文
と
の
間
に
、
そ
の
発
想
、
論
理
の

展
開
に
近
似
性
の
あ
る
こ
と
、
と
く
に
落
し
文
の
陣
屋
襲
撃
の
目
的
は
た
だ
悪
吏
膺
懲
の
為
で
あ
り
、
萬
の
か
ね
て
抱
い
て
い
た
考
え

方
と
も
一
致
し
て
い
る
こ
と
、
更
に
落
し
文
に
悪
徳
商
人
襲
撃
の
た
め
百
姓
の
集
結
す
べ
き
場
所
の
指
定
が
為
さ
れ
て
い
る
の
は
、
萬

ら
の
行
動
が
百
姓
た
ち
の
蜂
起
を
う
な
が
す
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
陣
屋
襲
撃
の
意
味
を
一
層
理
解
し
易
い
も
の
に
す
る

こ
と
等
で
あ
る
（
四
八
・
四
九
頁
）。

㈢

新
沢
佳
大
「
近
世
支
領
統
治
の
一
考
察

生
田
万
の
乱
の
社
会
的
構
造
」
豊
田
武
教
授
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
近
世
史
の
地

方
的
展
開
』
昭
和
四
十
八
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
。
同
「
越
後
生
田
萬
の
乱
」『
大
塩
研
究
』
一
一
号
、
一
九
八
一
年

新
沢
氏
は
、
前
者
の
論
文
に
お
い
て
生
田
萬
の
乱
を
社
会
経
済
史
の
視
点
か
ら
考
察
し
、
落
し
文
を
用
い
て
、
当
時
の
柏
崎
に
お
け

る
貨
幣
経
済
の
浸
透
と
小
前
百
姓
の
反
陣
屋
闘
争
に
つ
い
て
論
述
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
後
者
の
論
文
に
お
い
て
、
落
し
文
で
非

難
・
攻
撃
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
西
山
・
岩
下
・
西
巻
の
米
商
、
中
村
・
宮
川
の
町
役
人
が
何
れ
も
生
田
萬
の
門
下
で
は
な
い
と
い
う

事
実
、
一
方
、
萬
を
柏
崎
に
招
聘
し
た
、
萬
と
関
係
の
深
い
豪
商
ら
の
名
が
こ
の
落
し
文
に
は
見
え
な
い
こ
と
等
か
ら
、
こ
の
落
し
文

の
筆
者
を
「
萬
以
外
の
何
人
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
と
さ
れ
て
い
る
（
一
四
頁
）。

以
上
、
伊
東
氏
は
、
こ
の
落
し
文
は
萬
の
書
い
た
も
の
で
は
な
い
と
断
定
さ
れ
た
が
、
一
方
、
上
田
、
新
沢
両
氏
は
、
そ
の
内
容
に
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検
討
を
加
え
、
こ
の
文
書
が
生
田
萬
の
落
し
文
と
し
て
、
一
定
の
信
憑
性
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
。
私
も
後
述
す
る
よ
う
に
、

落
し
文
の
内
容
を
つ
き
つ
め
て
考
え
る
と
、
萬
の
思
想
と
符
合
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
当
時
の
萬
の
意
向
を
書
き
記
し
た
も
の
と
し
て

も
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
問
題
は
、
伊
東
氏
が
指
摘
さ
れ
た
「
文
辞
が
拙
な
く
内
容
も
（
生
田
萬

に
）
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
さ
れ
た
落
し
文
の
「
文
辞
」
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
落
し
文
の
文
章
に
は
晦
渋
、
稚
拙
な
部
分
が
あ

り
、
ま
た
論
旨
必
ず
し
も
明
快
で
は
な
い
個
所
も
存
す
る
。
従
っ
て
、
頭
脳
明
晰
に
し
て
名
文
家
で
も
あ
る
生
田
萬
が
自
ら
筆
を
執
っ

て
、
そ
の
全
文
を
書
い
た
も
の
と
し
て
は
、
や
は
り
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
落
し
文
の
表
現
と
そ
の
内
容
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を

矛
盾
な
く
理
解
す
る
為
に
は
、
次
の
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

⒜

萬
自
身
が
書
い
た
落
し
文
が
撤
布
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
第
三
者
が
そ
れ
に
加
筆
修
正
を
施
し
、
そ
れ
が
前
掲
「
御
陣
内
騒
働

記
」
や
「
柏
崎
騒
動
聞
書
」
に
掲
載
さ
れ
た
と
す
る
場
合
。

⒝

萬
自
身
は
落
し
文
を
作
成
せ
ず
、
そ
の
主
旨
を
第
三
者
に
伝
え
（
口
頭
、
ま
た
は
草
案
、
覺
書
等
に
よ
る
）、
そ
れ
に
基
づ
い

て
第
三
者
が
落
し
文
の
成
案
を
作
成
し
て
撤
布
し
、
そ
れ
が
前
掲
史
料
に
掲
載
さ
れ
た
と
す
る
場
合
。

落
し
文
の
原
本
が
存
在
し
な
い
以
上
、
⒜
⒝
何
れ
が
正
し
い
か
、
今
、
俄
か
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
落
し

文
に
つ
い
て
考
え
る
際
の
参
考
と
し
て
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
て
後
考
を
俟
ち
た
い
。

そ
の
第
一
は
大
塩
の
檄
文
と
の
比
較
で
あ
る
。
萬
が
大
塩
の
乱
の
直
後
か
ら
、
そ
の
檄
文
や
関
係
文
書
を
蒐
集
し
、
研
究
し
て
い
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で

４
）

あ
る
。
大
塩
の
檄
文
の
内
容
は
、
最
初
に
古
典
的
な
儒
学
の
政
治
思
想
と
も
い
う
べ
き
天
人
感
応

説
に
基
づ
き
、
近
年
は
悪
吏
の
暴
政
に
よ
り
人
民
が
困
窮
し
、
そ
の
怨
気
が
天
に
通
じ
て
連
年
、
天
災
地
変
が
起
き
て
い
る
こ
と
を
述

べ
る
。
次
に
大
坂
町
奉
行
や
配
下
の
諸
役
人
に
よ
る
悪
政
の
状
況
と
豪
商
に
よ
る
奢
侈
放

の
生
活
を
一
々
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
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厳
し
く
糾
弾
す
る
。
最
後
に
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
播
磨
の
窮
民
に
対
し
、
こ
れ
ら
貪
吏
・
奸
商
を
誅
伐
し
て
、
中
興
の
神
武
帝
の
政

治
を
恢
復
す
る
決
意
を
述
べ
、
そ
の
協
力
を
呼
び
か
け
る
。

大
塩
の
檄
文
の
内
容
・
構
成
は
上
記
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
中
国
の
故
事
を
交
え
、
漢
語
を
多
用
し
、
且
つ
か
な
り
の
長
文
で

あ
っ
て
、
極
め
て
格
調
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
一
方
、「
生
田
萬
の
落
し
文
」
は
大
塩
の
檄
文
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
構
成
は
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
平
易
に
書
か
れ
て
お
り
、
難
解
な
漢
語
は
殆
ど
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
儒
教
的
な
天
人
感
応
説
も
述
べ
ら

れ
て
い
な
い
。
文
章
の
長
さ
も
、
大
塩
の
檄
文
の
三
分
の
一
程
度
で
あ
る
。
恐
ら
く
萬
は
大
塩
の
檄
文
を
読
ん
で
、
こ
れ
で
は
そ
の
内

容
、
表
現
と
も
に
高
邁
に
過
ぎ
、
ま
た
長
文
に
過
ぎ
て
、
当
時
の
柏
崎
の
町
在
民
に
と
っ
て
は
な
じ
み
難
く
、
直
接
彼
等
に
訴
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
伝
存
の
落
し
文
が
果
し
て
萬
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
と
し

て
も
、
こ
の
落
し
文
に
は
、
上
記
の
よ
う
な
萬
の
意
向
が
そ
れ
な
り
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
第
二
は
、
こ
の
落
し
文
と
関
わ
り
の
深
い
と
思
わ
れ
る
も
う
一
人
の
人
物
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
掲
落
し

文
②
を
掲
載
す
る
「
御
陣
内
騒
働
記
」
に
は
、
そ
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

頃
は
天
保
八
酉
年
六
月
朔
日
、
柏
崎
陣
屋
御
騒（
働マヽ
有）
之
。
其
節
、
狼
藉
も
の
之
書
記
と
相
見
へ
申
候
。

兼
而
春
中

謀
反
之
企
な
る
事
に
や
、
生
田
萬
方
へ
罷
越
、
詠
し
候
事
也
。

御
門
辺
に
こ
と
し
あ
ら
ば
と

た
く
む
な
る

こ
ぶ
し
を
に
ぎ
る
春
ハ
来
に
け
り

山
岸
加
藤

こ
こ
に
は
、
先
ず
「
山
岸
加
藤
」、
即
ち
山
岸
嘉
藤
次
が
生
田
萬
方
を
訪
れ
た
際
に
詠
ん
だ
と
い
う
歌
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
次
に
前

掲
「
肴
場
四
ッ
角
ニ
壱
丈
斗
之
竹
先
キ
ニ
水
引
ニ
而
結
ひ
付
の
落
弁
之
事
」
と
い
う
前
書
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
「
此
書
付
、
早
速
ニ
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在
町
可
申
触
も
の
也
」
云
々
と
し
て
、
落
し
文
の
全
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
騒
働
記
」
が
落
し
文
の
全
文
を
掲
載
す
る
に
当
っ

て
、
そ
の
冒
頭
に
生
田
萬
方
で
詠
ん
だ
と
い
う
山
岸
嘉
藤
次
の
、
事
件
を
予
告
す
る
よ
う
な
歌
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
落
し
文

と
嘉
藤
次
と
の
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

山
岸
嘉
藤
次
秀
俊
（
当
時
三
十
一
歳
）
は
、
越
後
国
蒲
原
郡
源
八
新
田
の
百
姓
で
あ
っ
て
、
農
業
の
傍
ら
経
師
屋
渡
世
を
營
み
、
尾

州
浪
人
の
劍
術
家
、
鷲
尾
甚
助
（
陣
屋
襲
撃
者
の
一
人
）
の
門
下
で
あ
っ
た
が
、
萬
が
来
柏
し
た
際
、
そ
の
門
弟
と
な
っ
た
人
物
で
あ

る
。
嘉
藤
次
は
天
保
八
年
五
月
九
日
、
萬
が
柏
崎
諏
訪
神
社
の
神
官
、
樋
口
家
を
訪
れ
、
半
月
間
留
守
を
す
る
旨
を
告
げ
て
最
後
の
暇

乞
に
参
上
し
た
際
に
も
萬
に
同
行
し
、
ま
た
後
掲
の
嘉
藤
次
の
「
死
骸
御
見
分
書
」
に
も
、「
嘉
藤
次
儀
、
始
終
萬
江
付
歩
行
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
嘉
藤
次
は
萬
の
思
想
や
人
格
に
傾
倒
し
、
事
件
の
始
め
か
ら
終
り
ま
で
絶
え
ず
萬
と
行
動
を
共
に
し
て
お

り
、
従
っ
て
萬
の
意
を
受
け
て
陣
屋
襲
撃
の
下
準
備
に
も
奔
走
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

六
月
一
日
未
明
、
陣
屋
襲
撃
に
参
加
し
た
集
団
は
、
萬
を
含
め
て
六
人
で
あ
る
が
、
そ
の
中
、
陣
屋
を
直
接
襲
撃
し
た
の
は
生
田

萬
、
鈴
木
城
之
助
、
山
岸
嘉
藤
次
の
三
名
で
あ
り
、
鷲
尾
甚
助
、
古
田
喜
一
郎
は
鵜
川
橋
上
に
旗
を
立
て
、
町
方
か
ら
来
る
も
の
の
往

来
を
遮
断
し
、
そ
の
警
固
に
当
っ
た
。
残
る
一
名
の
小
沢
佐
左
衛
門
の
動
向
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
や
は
り
鵜
川
橋
上
か

陣
屋
の
門
外
に
あ
っ
て
警
固
に
当
っ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
こ
で
は
嘉
藤
次
が
襲
撃
当
初
よ
り
萬
と
共
に
実
戦
集
団
に
参
加
し
て
い
る
事

実
に
注
目
し
た
い
。

陣
屋
襲
撃
中
に
斬
死
し
た
鈴
木
の
他
五
名
は
、
納
屋
町
浦
の
浜
に
逃
走
し
て
自
決
す
る
か
、
も
し
く
は
陣
屋
の
武
士
に
よ
っ
て
討
留

め
ら
れ
る
が
（
鷲
尾
の
み
遁
れ
て
江
戸
幕
府
に
自
首
）、
そ
れ
ら
五
人
の
遺
体
は
桑
名
藩
代
官
ら
の
「
死
骸
御
見

５
）

分
書
」
に
よ
れ
ば
、

生
田
、
鈴
木
の
首
は
死
体
か
ら
切
断
さ
れ
て
お
ら
ず
、
古
田
、
小
沢
の
首
は
死
体
か
ら
切
断
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
首
は
検
屍
役
人

の
見
分
を
受
け
て
い
る
。
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し
か
し
、
山
岸
嘉
藤
次
の
首
だ
け
は
遺
体
か
ら
切
断
さ
れ
て
浜
に
は
な
く
、
首
の
な
い
遺
体
だ
け
が
浜
に
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
点

に
つ
い
て
前
記
「
死
骸
御
見
分
書
」
は
、「
右
之
も
の
首
被
打
落
候
を
萬
、
海
中
へ
投
入
候
趣
ニ
而
、
不
相
見
」
と
記
し
て
い
る
。
即

ち
検
屍
役
人
は
、
嘉
藤
次
の
首
は
生
田
萬
が
海
中
に
投
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
嘉
藤
次
は
恐
ら
く
自
決
す

る
に
際
し
、
鷲
尾
が
介
錯
し
、
萬
も
し
く
は
萬
の
命
を
う
け
た
鷲
尾
が
、
そ
の
首
を
海
中
に
投
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
何
故
、
萬
は
嘉

藤
次
の
首
を
海
中
に
投
じ
た
の
か
。
そ
れ
は
こ
の
度
の
陣
屋
襲
撃
に
際
し
、
終
始
自
分
と
行
動
を
共
に
し
、
自
分
に
殉
じ
た
嘉
藤
次
の

心
情
を
憐
ん
で
、
せ
め
て
そ
の
首
が
汚
吏
の
手
に
落
ち
て
市
中
に
晒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
い
う
萬
の
配
慮
か
ら
で
は
な
か
ろ

う
か
。
以
上
か
ら
、
も
し
落
し
文
の
作
成
や
そ
の
撤
布
な
ど
に
深
く
関
わ
る
第
三
者
が
居
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
前
掲
「
騒
働
記
」
の

記
述
と
相
俟
っ
て
山
岸
嘉
藤
次
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

落
し
文
の
レ
ト
リ
ッ
ク
㈠

正
当
化
の
為
の
二
つ
の
根
拠

落
し
文
で
は
、
柏
崎
の
民
衆
が
蹶
起
す
べ
き
理
由
に
つ
い
て
縷
々
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
や
や
錯
綜
し
て
理
解
し
難
い
個

所
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
論
旨
を
分
析
し
て
全
体
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
凡
そ
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

落
し
文
で
は
、
陣
屋
の
役
人
が
暴
利
を
貪
る
商
人
や
長
百
姓
と
結
託
し
て
、
飢
饉
の
際
の
緊
急
的
な
措
置
、
即
ち
津
留
め
を
行
わ
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
の
多
く
が
「
必
死
」
の
状
態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
何
故
、
そ
の
こ
と
が
蹶

起
す
べ
き
理
由
に
な
り
得
る
か
と
い
え
ば
、
陣
屋
役
人
等
に
よ
る
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
結
局
「
天
の
道
理
」
に
反
す
る
か
ら
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
落
し
文
の
い
う
民
衆
蹶
起
の
義
務
付
け
の
根
拠
は
、
究
極
的
に
は
「
天
の
道
理
」
に
あ
り
、
落
し
文
が
、
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そ
の
冒
頭
に
お
い
て
「
民
は
国
の
本
ニ
而
、
民
の
貧
富
よ
り
国
も
貧
富
す
る
ハ
天
の
道
理
也
」
と
い
っ
て
、「
天
の
道
理
」
を
あ
げ
て

い
る
の
は
そ
の
為
で
あ
る
。
即
ち
冒
頭
の
こ
の
文
は
、
我
々
は
「
天
の
道
理
」
に
基
づ
い
て
、
こ
の
度
の
陣
屋
役
人
の
悪
政
に
抵
抗

し
、
行
動
を
起
す
こ
と
を
暗
に
宣
言
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
萬
の
集
団
が
行
動
を
起
し
た
際
に
掲
げ
た
白
旗
の
文
字
「
奉
天
命
討

国
賊
」
と
も
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
落
し
文
の
後
段
に
は
、「
天
照
大
神
之
御
勅
」
な
る
語
が
見
え
て
お
り
、
こ
の
度
は
、
そ
の
法
に
従
っ
て
暴
利
を
貪
る
代
官
、

商
人
、
大
肝
煎
ら
の
首
を
刎
ね
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
落
し
文
に
は
、
こ
の
「
神
勅
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
何
も
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
そ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
「
天
の
道
理
」
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
事
件
に
お
け

る
実
力
行
使
の
為
の
究
極
の
根
拠
は
、「
天
の
道
理
」
と
「
神
勅
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
「
天
の
道
理
」「
神
勅
」
は
、

当
時
何
人
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
不
変
の
効
力
を
有
す
る
規
範
で
あ
り
、
今
日
で
い
う
自
然
法
に
相

当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

現
代
の
抵
抗
権
理
論
に
よ
れ
ば
、
抵
抗
権
と
は
実
定
法
上
の
義
務
が
合
法
的
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
の
前
提
を
ひ

と
ま
ず
承
認
し
た
上
で
、
実
定
法
以
外
の
秩
序
に
基
づ
く
義
務
（
非
法
律
的
義
務
、
自
然
法
上
の
義
務
）
を
根
拠
と
し
て
、
そ
う
し
た

義
務
を
拒
否
す
る
こ
と
を
、
そ
の
内
容
と

６
）

す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
落
し
文
も
、「
大
塩
平
八
郎
様
之
大
事
は
堅
く
禁
制
之
事
」

と
い
っ
て
、
大
塩
の
乱
の
如
き
行
動
に
対
す
る
禁
制
の
存
在
を
ひ
と
ま
ず
認
め
な
が
ら
、
そ
の
禁
制
を
順
守
す
る
実
定
法
上
の
義
務
よ

り
も
、「
天
の
道
理
」
や
「
神
勅
」
と
い
う
非
法
律
的
義
務
の
方
に
価
値
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
根
拠
に
前
記
禁
制
を
順
守
す
る
義

務
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
一
種
の
抵
抗
権
理
論
の
上
に
立
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
落
し
文
は
、
民
衆
に
よ
る
抵
抗
の
義
務
付
け
の
根
拠
を
「
天
の
道
理
」
や
「
神
勅
」
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の
内
容
は
余
り
に
も
莫
然
と
し
て
お
り
、
抽
象
的
で
あ
る
。
も
と
よ
り
落
し
文
に
は
、「
民
は
国
の
本
ニ
而
、
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民
の
貧
富
よ
り
国
も
貧
富
す
る
」
こ
と
、
及
び
「
治
乱
共
ニ
民
を
富
ま
す
」
こ
と
が
「
天
の
道
理
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
「
民
は
国
の
本
」
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
「
民
の
貧
富
よ
り
国
も
貧
富
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
政
策
を
と
る
こ
と
が
民
を
富
ま
す
こ
と
に
な
り
、
ま
た
民
を
貧
し
く
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
上

記
の
文
だ
け
で
は
、「
民
は
国
の
本
」
と
い
う
実
際
上
の
政
策
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
落
し
文
は
、
陣
屋
の
役
人

が
暴
利
を
貪
る
悪
徳
商
人
ら
と
結
託
し
て
津
留
め
を
行
わ
な
い
こ
と
こ
そ
が
結
局
、
民
を
貧
し
く
し
、
民
を
死
に
追
い
や
る
こ
と
に
な

り
、
そ
れ
が
即
ち
「
民
は
国
の
本
」
と
い
う
「
天
の
道
理
」
や
「
神
勅
」
に
違
反
す
る
の
だ
と
し
て
、
陣
屋
役
人
や
商
人
ら
の
不
正
な

行
為
の
具
体
的
な
内
容
を
挙
げ
て
、
彼
等
を
糾
弾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

落
し
文
の
レ
ト
リ
ッ
ク
㈡

松
平
定
信
の
政
策

前
章
で
は
落
し
文
の
論
理
の
構
造
を
分
析
し
て
、
民
衆
の
蹶
起
を
正
当
化
す
る
根
拠
に
は
、「
天
の
道
理
」「
神
勅
」
と
い
う
理
念
上

の
根
拠
と
当
時
柏
崎
に
お
い
て
発
生
し
た
飢
民
救
済
問
題
と
い
う
実
際
上
の
根
拠
と
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
落
し

文
に
は
、
上
記
二
つ
の
根
拠
の
他
に
民
衆
の
蹶
起
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
、
更
に
も
う
一
つ
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
落
し

文
の
前
段
に
見
え
る
「
楽
翁
様
以
来
之
御
政
事
」
と
後
段
に
見
え
る
「
楽
翁
様
の
御
思
召
」「
楽
翁
様
の
御
主
意
」
と
が
即
ち
そ
れ
で

あ
る
。
落
し
文
が
「
楽
翁
様
の
御
政
事
・
御
思
召
・
御
主
意
」
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
、
松
平
定
信
の
政
治
・
思
想
・
信
条
が
こ
の
度

の
民
衆
の
蹶
起
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
極
め
て
重
要
な
機
能
を
果
す
こ
と
を
落
し
文
の
筆
者
が
よ
く
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
証
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
楽
翁
様
の
御
政
事
・
御
思
召
・
御
主
意
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
れ
は
前
述
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の
理
念
上
の
根
拠
、
実
際
上
の
根
拠
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
以
下
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

楽
翁
松
平
定
信
は
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
三
月
、
陸
奥
白
河
藩
主
松
平
定
邦
の
養
子
と
な
り
、
つ
い
で
天
明
三
年
（
一
七
八

三
）
十
月
、
数
え
二
十
六
歳
に
し
て
定
邦
に
代
っ
て
家
督
を
継
ぎ
、
白
河
藩
十
一
万
石
の
当
主
と
な
っ
た
。
同
七
年
六
月
、
藩
政
の
実

績
を
買
わ
れ
て
老
中
首
座
と
な
っ
て
幕
政
を
担
当
し
、
い
わ
ゆ
る
寛
政
の
改
革
を
推
進
し
た
が
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
七
月
、
老

中
職
を
辞
し
て
か
ら
後
は
再
び
藩
政
に
専
念
し
た
。
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
四
月
、
家
督
を
嫡
子
定
永
に
譲
り
、
文
政
十
二
年
（
一

八
一
二
）
四
月
、
七
十
二
歳
を
以
て

し
た
。

以
上
が
定
信
の
政
治
的
な
略
歴
で
あ
る
が
、
こ
の
経
歴
か
ら
す
れ
ば
定
信
は
約
三
十
年
近
く
白
河
藩
主
と
し
て
の
地
位
に
あ
り
、
隠

退
後
も
約
十
五
年
間
（
そ
の
間
に
は
、
文
政
六
年
三
月
の
久
松
松
平
家
の
白
河
か
ら
桑
名
へ
の
転
封
が
あ
る
）、
生
存
し
て
い
た
か
ら
、

そ
の
間
も
藩
政
に
多
か
れ
少
な
か
れ
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
方
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
六
月
一
日
に

起
き
た
柏
崎
騒
動
は
、
定
信
隠
退
後
か
ら
二
十
五
年
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
定
信

後
か
ら
数
え
れ
ば
僅
か
八
年
し
か
経
て
い
な
い
。

従
っ
て
定
信
は
、
陣
屋
の
役
人
に
と
っ
て
は
勿
論
の
こ
と
、
当
時
の
柏
崎
の
町
在
民
に
と
っ
て
も
決
し
て
偶
像
的
な
存
在
で
は
な
く
、

極
め
て
身
近
に
感
じ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
右
に
関
し
て
次
に
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
見
る
こ
と
と
し
た
い
。

定
信
の
政
治
改
革
は
頗
る
多
方
面
に
わ
た
る
が
、
そ
の
藩
政
改
革
は
飢
饉
対
策
か
ら
出
発
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
定
信

が
家
督
を
継
い
だ
天
明
三
年
は
、
い
わ
ゆ
る
天
明
の
飢
饉
の
真
只
中
に
あ
り
、
白
河
城
下
に
お
い
て
も
打
ち
こ
わ
し
が
発
生
し
、
民
衆

の
蜂
起
が
始
ま
っ
て
い
た
。
定
信
は
比
較
的
被
害
の
少
な
か
っ
た
越
後
領
分
の
収
穫
米
の
廻
送
を
図
り
、
上
方
や
他
領
か
ら
も
米
穀
の

購
入
に
努
め
る
と
共
に
、
藩
の
御
内
用
達
の
豪
農
商
に
は
飢
民
救
済
の
為
の
資
金
を
調
達
さ
せ
た
。
一
方
、
家
臣
に
対
し
て
は
、
い
わ

ゆ
る
人
別
扶
持
を
導
入
し
て
藩
の
財
政
を
き
り
つ
め
、
ま
た
厳
し
い
倹
約
令
を
発
し
て
自
ら
も
生
活
を
質
素
に
し
て
範
を
示
す
な
ど
、

積
極
的
な
飢
饉
対
策
を
打
ち
出
し
、
ど
う
に
か
白
河
藩
領
に
お
け
る
、
こ
の
危
機
を
乗
り
切
っ
た
の
で

７
）

あ
る
。
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定
信
が
老
中
職
に
就
い
て
間
も
な
く
、
柏
崎
町
に
隣
接
す
る
椎
谷
藩
領
に
、
い
わ
ゆ
る
天
明
義
民
騒
動
な
る
百
姓
一
揆
が
起
き
た

が
、
定
信
の
監
督
の
下
、
寺
社
奉
行
が
公
正
な
裁
判
を
行
い
、
悪
政
を
行
っ
た
当
藩
主
を
若
隠
居
さ
せ
、
他
家
か
ら
新
藩
主
を
迎
え
て

堀
氏
の
嫡
流
を
廃
し
、
領
地
の
入
替
を
す
る
な
ど
の
処
罰
を
与
え
て

８
）

い
る
。
こ
の
よ
う
な
定
信
に
よ
る
民
政
重
視
の
撫
民
政
策
は
、
直

接
柏
崎
陣
屋
領
分
に
対
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
定
信
の
名
声
は
藩
主
就
任
早
々
か
ら
柏
崎
に
も
聞
こ
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。

定
信
は
藩
主
就
任
の
翌
年
、
即
ち
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
八
月
に
は
、
江
戸
屋
敷
、
及
び
白
河
城
内
と
並
ん
で
柏
崎
陣
屋
の
勘
定
所

に
も
目
安
箱
を
設
置
す
る
が
、
そ
の
後
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
九
月
に
は
、
そ
れ
を
陣
屋
の
門
前
に
移
設
し
た
と
い
う
か
ら
、
こ

れ
な
ど
も
、
や
は
り
で
き
る
だ
け
民
意
を
尊
重
し
た
い
と
い
う
定
信
の
意
向
が
反
映
し
た
措
置
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
定
信
と
柏
崎
の
町
在
民
と
の
人
間
的
な
関
係
や
そ
の
交
流
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
定
信
は
柏
崎
に
は
一
度
も
赴

い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
柏
崎
町
の
大
庄
屋
、
町
年
寄
ら
は
、
定
信
が
白
河
に
入
部
し
て
い
る
間
は
年
頭
の
挨
拶
に
白
河
城
ま
で
参

上
し
、
定
信
に
謁
見
す
る
こ
と
が
恒
例
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
際
に
は
「
御
宮
」、
即
ち
定
信
が
藩
祖
定
綱
（
鎭

国
公
）
を
奉
祀
し
た
祖
廟
と
「
御
学
校
堂
」、
即
ち
定
信
が
創
設
し
た
藩
校
立
教
館
を
拝
見
す
る
こ
と
と
な
っ
て

９
）

い
た
。
ま
た
文
化
六

年
（
一
八
〇
九
）
六
月
、
町
年
寄
市
川
記
七
郎
が
白
河
表
に
参
上
し
、
白
河
大
火
の
為
の
献
納
金
を
申
し
出
た
際
、
定
信
は
「
此
度
ハ

不
及
其
義
」
と
し
て
そ
れ
を
断
り
、「
冥
加
人
足
」
を
差
し
出
す
こ
と
だ
け
を
許
し
て

10
）

い
る
。
や
は
り
柏
崎
町
在
民
の
負
担
を
慮
っ
た

定
信
の
措
置
で
あ
ろ
う
。

右
の
市
川
記
七
郎
は
、
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
八
月
、「
守
国
院
様
御
自
筆
」
を
拝

11
）

領
し
、
町
年
寄
中
村
吉
之
右
衛
門
も
文
化

十
二
年
六
月
、
大
庄
屋
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
と
き
、「
守
国
院
様
御
自
筆
」
を
頂
戴

12
）

し
た
と
い
う
か
ら
、
定
信
自
筆
の
作
品
が
屡
々
柏

崎
の
町
役
人
に
下
賜
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
一
方
、
前
記
中
村
吉
之
右
衛
門
の
父
、
御
内
用
達
の
中
村
吉
左
衛
門
は
幼
少
よ
り
画

を
好
み
、
京
都
で
修
業
し
た
が
、
そ
の
「
自
画
三
枚
」
を
藩
主
定
信
に
献
上
し
た
処
、
定
信
は
「
別
而
奇
特
ニ
被
思
召
、
御
満
足
被
為
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遊
候
旨
」
仰
せ
出
さ
れ
た
と

13
）

い
う
。
こ
の
よ
う
に
定
信
と
町
役
人
と
は
白
河
城
に
お
け
る
年
頭
の
挨
拶
の
他
、
書
画
等
の
交
換
を
通
じ

て
も
交
流
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
は
定
信
と
柏
崎
の
大
庄
屋
、
町
年
寄
、
御
内
用
達
等
の
富
裕
層
と
の
交
流
の
一
端
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
定
信
と
一
般
の
町
在

の
民
衆
と
の
関
係
は
如
何
で
あ
っ
た
か
。
勿
論
、
一
般
の
庶
民
が
定
信
と
相
会
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
定
信
と
民
衆
と
の
間

を
繫
ぐ
も
の
と
し
て
、
定
信
が
下
賜
し
た
柏
崎
町
及
び
そ
の
周
辺
の
神
社
仏
閣
の
扁
額
の
題
辞
や
寺
院
の
梵
鐘
の
銘
文
等
が
あ
っ
た
。

山
田
八
十
八
郎
編
『
刈
羽
郡
旧
蹟
志
』
上
下
巻
（
明
治
四
十
二
年
、
刈
羽
郡
役
所
発
行
、
八
〇
・
一
〇
三
・
三
四
八
頁
）
に
よ
れ
ば
、

当
時
遺
存
し
た
定
信
の
扁
額
と
し
て
は
、
柏
崎
町
の
福
厳
院
、
永
徳
寺
、
明
蔵
寺
、
下
宿
村
の
普
益
堂
、
比
角
村
の
真
光
寺
、
北
条
村

の
御
島
石
部
神
社
等
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
寺
社
名
も
し
く
は
本
尊
名
等
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
梵
鐘
の
銘
文
と

し
て
は
、
柏
崎
町
の
聞
光
寺
の
も
の
が
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
無
量
寿
経
の
文
が
引
か
れ
て
、「
天
下
和
順
、
日
月
清
明
、
風

雨
以
時
、
災
厲
不
起
、
国
豊
民
安
、
兵
戈
無
用
、
…
…
文
政
九
年
季
秋
書

左
近
衛
少
将

源
定
信
」
と
あ
り
、
定
信
の
日
頃
の
念

願
が
こ
こ
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
掲
『
刈
羽
郡
旧
蹟
志
』
に
は
、
こ
れ
ら
の
扁
額
の
題
辞
や
洪
鐘
の
銘
文

は
、「
字
体

美
、
稀
に

る
所
な
り
」「
字
体
は
八
分
に
て
頗
る
観
る
べ
き
も
の
あ
り
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
お
り
、
寺
社
は
庶
民
の
多

く
集
合
す
る
場
所
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
定
信
の
真
筆
は
万
人
の
注
目
す
る
所
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
庶
民
に
と
っ
て

も
、
定
信
の
存
在
は
、
や
は
り
身
近
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
た
の
で

14
）

あ
る
。
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五

落
し
文
の
レ
ト
リ
ッ
ク
㈢

国
本
論
」
を
め
ぐ
っ
て

松
平
定
信
の
政
治
思
想
と
落
し
文
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
の
関
係
を
考
え
る
際
に
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
文
献
が
あ
る
。
そ
れ
は
定

信
が
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
八
月
、
二
十
四
歳
の
時
に
著
わ
し
た
「
国
本
論
」
で
あ
る
。
定
信
自
身
に
よ
る
本
書
の
序
文
に
よ
れ

ば
、
こ
の
書
は
藩
祖
定
綱
の
著
「
牧
民
後
判
」
を
読
ん
で
深
く
感
動
し
、
同
書
に
触
発
さ
れ
て
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
儒

教
思
想
を
強
く
受
け
て
、
民
を
養
う
こ
と
が
即
ち
治
国
の
基
本
で
あ
る
と
し
、
君
主
の
奢
侈
贅
沢
か
ら
す
る
、
民
に
対
す
る
圧
制
や
収

奪
を
厳
し
く
戒
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

国
本
論
」
は
、
そ
の
巻
之
一
の
首
部
に
「
民
を
厚
く
す
れ
ば
人
君
危
亡
の
禍
ひ
な
し
。
書
曰
、
民・
惟・
邦・
本・
、
本
固
国
寧
と
は
此
の

謂
な
り
」「
孔
子
は
子
富
ん
で
父
貧
し
き
者
あ
ら
ず
と
の
た
ま
ひ
、
有
若
は
百
姓
足
ら
ば
君
誰
と
共
に
か
足
ら
ざ
ら
ん
と
云
へ
り
」
と

あ
り
、
そ
の
自
序
の
冒
頭
に
も
、「
書
曰
、
民
可
近
、
不
可
下
、
民・
惟・
邦・
本・
、
本
固
邦
寧
」
と
見
え
て
い
る
（
傍
点
、
小
林
）。
こ
の
よ

う
に
定
信
の
著
わ
し
た
「
国
本
論
」
の
書
名
は
、
書
経
（
偽
文
尚
書
「
五
子
之
歌
」）
に
出
典
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
民
は
国
の
本
」
で

あ
る
か
ら
、
民
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
国
の
基
礎
を
堅
固
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
国
の
基
礎
が
堅
固
に
な
れ
ば
、
国
の
政
治
は
安
定
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
方
、
落
し
文
に
も
、
そ
の
冒
頭
に
「
民
は
国
の
本
ニ
而
、
民
の
貧
富
よ
り
国
も
貧
富
す
る
ハ
天
の
道
理
也
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
文
の
内
容
は
、「
国
本
論
」
と
同
じ
意
味
と
な
り
、
落
し
文
の
前
掲
文
は
、「
国
本
論
」
に
拠

っ
て
記
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
（
落
し
文
の
「
民
の
貧
富
よ
り
国
も
貧
富
す
る
」
も
、「
国
本
論
」
の
「
子
富
ん
で
父
貧

し
き
者
あ
ら
ず
」
と
い
う
孔
子
の
言
と
同
意
で
あ
る
）。
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落
し
文
の
前
掲
文
が
定
信
の
著
書
を
踏
ま
え
て
記
さ
れ
た
こ
と
は
、
落
し
文
が
そ
の
後
に
、「
柏
崎
、
楽
翁
様
以
来
之
御
政
事
、

毎
々
此
儀
を
第
一
と
致
さ
れ
候
処
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
或
る
程
度
、
推
測
さ
れ
る
が
、
更
に
そ
れ
を
裏
づ
け
る
史
料
が
こ

こ
に
存
す
る
。
高
塩
博
氏
所
蔵
の
「
国
本
論
」
写
本
三
冊
（
上
中
下
）
で
あ
る
。
そ
の
第
二
冊
、
中
（
巻
之
二
）
の
裏
表
紙
の
見
返
し

に
は
、
次
の
如
き
書
肆
の
木
版
刷
の
広
告
文
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。

此
度
相
改
メ

賣うり
本ほん

経けい
書しょ

歴れき
史し

佛ぶつ
書しょ

国わ
学かく

哥うた
書ふミ

俳はい
諧かい

医い
書しょ

算そろ
法はん
記

詩し
文ふん
章しゃう

法はう
帖てう

画ゑ
手て
本ほん

百ひゃく
人にん
首しゅ

用よう
文ふん
章しゃう

字じ
引ひき

節せつ
用よう

往わう
来らい
物もの

女
用
おんなの

文
章
ふ
み

和わ
本ほん

唐たう
本ほん

其その
外ほか
色いろ〳

〵々

右
ハ
京
・
江
戸
・
大
坂
の
立そ
直ふ
段バ
ニ
て
奉
差
上
候
間
、
御
用
被
仰
付
候
様
、
奉
願
上
候
、
尤
私
店
ニ
無これ
之なき
品しな
ハ
御
注ちう
文もん
被
下
置
候

ハ
ヽ
三
十
日
限かき
り
取とり
揃そろ
へ
、
格かく
別へつ
下
直
や
す
く

ニ
仕
候
間
、
沢
山
御
注
文
之
程
、
奉
希
上
候

貸かし
本ほん

軍ぐん
書しょ

通つう
俗ぞく

実じつ
録ろく

伝てん
記き

仇かたき
討うち

絵ゑ
本ほん

読よみ
本ほん

写しゃ
本ほん

随すい
筆ひつ

戯け
作さく

滑こっ
稽けい

し
ぐ
さ

物もの
語かたり

其
外
色
々

右
者
京
・
江
戸
・
大
坂
の
新
は
ん
も
の
格かく
別べつ
ニ
相あい
働はたらキ
奉
差
上
候
間
、
不
限
多
少
御
用
向
被
仰
付
候
様
、
偏
奉
願
上
候
、
以
上

柏
崎
し
ま
町

香
し
や
く
寺
わ
き

本ほん
屋や
七しち
左さ
エへ
門もん
（
印
）

右
の
広
告
主
「
本
屋
七
左
エ
門
」
の
下
に
あ
る
印
章
に
は
、
陽
刻
、
篆
書
に
て
「
戸
田
榮
松
謹
言
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
「
本
屋
七
左
エ
門
（
戸
田
榮
松
）」
と
は
如
何
な
る
人
物
で
あ
る
か
。
柏
崎
市
立
図
書
館
所
蔵
「
柏
崎
文
庫
」（
関
甲
子

次
郎
氏
自
筆
稿
本
）
に
よ
れ
ば
、
同
史
料
の
嶋
町
の
部
に
は
、「
戸
田
氏
、
和
泉
屋
、
材
木
商
、
嶋
町
住
、
浄
興
寺
旦
那
」
と
あ
っ
て
、

次
に
戸
田
氏
の
系
図
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
系
図
中
に
は
人
物
の
注
記
が
為
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
戸
田
幸
七
に
は
二
人
の
男

子
が
あ
り
、
兄
を
七
兵
衛
、
弟
を
七
左
衛
門
と
言
い
、
七
兵
衛
に
つ
い
て
は
、「
嶋
町
ニ
住
し
、
後
大
町
ニ
出
で
、
書
籍
文
房
具
を
鬻
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ぎ
、
貸
本
を
為
す
。
律
を
犯
し
て
笠
か
ぶ
り
と
な
り
、
後
医
者
と
な
る
。
隠
居
別
家
し
て
嶋
町
ニ
住
し
良
齋
と
号
す
。
慶
応
二
年
八
月

三
日
死
す
。
六
十
三
才
。
釈
名
惠
空
。
若
き
頃
、
江
戸
ニ
出
で
、
前
田
夏
蔭
ニ
国
学
を
学
び
、
和
歌
を
作
り
、
後
香
川
景
樹
、
本
居
大

平
の
点
を
う
け
た
り
。
穂
波
の
号
あ
り
」、
七
左
衛
門
に
つ
い
て
は
、「
久
松
。
兄
の
後
を
つ
ぎ
、
書
店
、
後
書
画
骨
董
商
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
同
史
料
に
は
、
右
の
系
図
を
掲
げ
た
後
に
別
に
項
を
起
し
て
、
七
兵
衛
と
七
左
衛
門
に
つ
い
て
、
更
に
そ
の
経
歴
が
詳
述
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
戸
田
七
兵
衛
は
書
籍
文
房
具
を
売
り
、
ま
た
貸
本
業
も
営
ん
で
い
た
が
、
罪
あ
っ
て
桑
名
藩
か
ら
書
籍

の
営
業
を
停
止
さ
れ
た
。
兄
の
廃
業
後
、
弟
七
左
衛
門
（
松
園
・
久
穂
）
は
、
兄
の
業
を
継
い
で
書
肆
を
経
営
し
、
そ
の
後
は
書
画
骨

董
商
と
な
り
、
安
政
か
ら
明
治
に
か
け
て
当
地
で
屡
々
書
画
会
を
催
し
、
柏
崎
の
社
交
界
を
賑
わ
し
た
と
い
う
。
明
治
二
年
に
上
京
、

浅
草
三
筋
町
の
自
宅
に
お
い
て
五
十
一
歳
で
病
死

15
）

し
た
。
以
上
か
ら
前
掲
「
国
本
論
」
に
貼
付
さ
れ
た
広
告
文
の
「
本
屋
七
左
エ
門
」

は
、
右
系
図
中
の
戸
田
七
左
衛
門
と
断
定
し
て
、
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
更
に
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
弟
七
左
衛
門
は
兄
七
兵
衛
か
ら
書
肆
を
引
き
継
ぐ
の
で
あ
る
が
、
そ

の
兄
七
兵
衛
は
若
く
し
て
江
戸
に
出
て
前
田
夏
蔭
よ
り
国
学
を
学
び
、
ま
た
和
歌
を
よ
く
し
た
。
し
か
も
、
こ
の
七
兵
衛
こ
と
戸
田
穂

波
は
、
実
は
生
田
萬
が
来
柏
し
た
と
き
、
そ
の
門
人
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
関
甲
子
次
郎
氏
の
「
生
田
の
旗
風
」
に
は
、
生
田
萬
と

親
交
の
あ
っ
た
柏
崎
の
人
々
の
姓
名
が
二
十
人
ほ
ど
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
後
に
「
戸
田
穂
波
」
の
名
前
が
見
え
て
お
り
、
そ

れ
に
は
「
ほ
ん
し
ち
」
と
仮
名
が
振
ら
れ
て

16
）

い
る
。「
ほ
ん
し
ち
」
が
「
本
屋
七
兵
衛
」
の
略
称
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
も
関
甲
子
次
郎
氏
の
祖
父
で
あ
る
関
守
雄
と
戸
田
穂
波
と
は
同
じ
く
前
田
夏
蔭
の
門
下
で
あ
り
、
親
友
の
間
柄
で
あ
っ
た
。
前
掲

「
生
田
の
旗
風
」
に
は
、
穂
波
が
守
雄
に
対
し
、
生
田
萬
に
入
門
す
る
よ
う
に
勧
め
、
守
雄
は
穂
波
の
紹
介
で
萬
と
三
度
会
っ
た
が
、

萬
が
師
弟
の
誓
約
書
を
守
雄
に
強
く
求
め
た
為
、
結
局
は
入
門
を
断
念
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て

17
）

い
る
。

こ
の
よ
う
に
生
田
萬
と
戸
田
穂
波
と
は
師
弟
の
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
、
当
然
、
穂
波
は
萬
か
ら
書
籍
に
関
す
る
新
し
い
知
識
を
得
る

22國學院法學第51巻第4号 (2014)



と
同
時
に
、
一
方
、
萬
の
為
に
書
籍
の
購
入
や
貸
借
の
便
宜
を
図
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
穂
波
の
弟
、
七
左
衛
門
・
松
園
が
兄
の
処
罰

後
、
そ
の
書
肆
を
そ
の
ま
ま
兄
か
ら
引
き
継
い
だ
と
す
れ
ば
（
但
し
、
そ
の
年
代
は
不
明
）、
定
信
著
の
前
記
「
国
本
論
」
の
写
本
も
、

も
と
は
七
兵
衛
・
穂
波
が
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。「
国
本
論
」
写
本
が
元
来
、
七
兵
衛
所
有
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

萬
が
門
弟
の
七
兵
衛
を
介
し
て
定
信
の
「
国
本
論
」
や
そ
の
他
の
著
述
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
も

し
ま
た
前
記
「
国
本
論
」
写
本
が
七
兵
衛
所
有
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
当
時
「
国
本
論
」
写
本
が
柏
崎
の
書
肆
に
お
い
て

売
買
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
か
ら
、
落
し
文
冒
頭
の
記
事
が
定
信
の
「
国
本
論
」
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
と
し
て
も
、
決
し

て
不
自
然
で
は
な
い
。
た
だ
「
国
本
論
」
は
儒
教
の
仁
政
思
想
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
易
姓
革
命
を
肯
定
す

る
如
き
記
述
が
見
受
け
ら
れ
、
一
方
、
萬
は
儒
教
思
想
を
排
す
る
国
学
者
で
あ
っ
た
か
ら
、「
国
本
論
」
と
萬
の
思
想
と
は
相
容
れ
な

い
も
の
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
落
し
文
の
前
掲
記
事
を
民
衆
蹶
起
を
促
す
為
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
さ
し
て
問
題
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
萬
の
集
団
が
襲
撃
に
際
し
、
当
初
か
ら
「
大
塩
党
」
を
名
乗
り
、
ま
た
集
団
の
掲
げ
た
白
旗
に
は
「
奉
天・
命・
誅
国

賊
」
の
文
字
が
あ
っ
て
、
共
に
儒
教
思
想
を
排
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

六

落
し
文
の
レ
ト
リ
ッ
ク
㈣

生
田
萬
と
松
平
定
信

最
後
に
「
天
の
道
理
」
と
並
ん
で
落
し
文
に
あ
る
民
衆
蹶
起
を
正
当
化
す
る
為
の
、
も
う
一
つ
の
理
念
上
の
根
拠
、「
神
勅
」
に
つ

い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。

落
し
文
の
後
段
に
は
、「
第
一
、
弐
人
之
御
代
官
、
此
西
山
・
岩
下
・
西
巻
米
屋
、
在
分
ハ
大
肝
煎
不
残
、
是
等
ハ
張
本
ニ
付
、
此
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も
の
共
首
刎
可
申
事
、
楽
翁
様
の
御
代
な
ら
ハ
如
斯
之
処
、
只
今
我
々
共
、
国
法
ニ
し
た
か
ひ
、
天
照
大
神
の
御
勅
ニ
し
た
が
ひ
来
候

得
共
、
楽
翁
様
の
御
思
召
も
一
同
之
事
ニ
付
、
少
々
其
法
ニ
隨
ひ
、
一
同
百
姓
町
人
の
難
渋
の
者
共
、
早
々
決
断
し
て
是
等
の
首
を
刎

て
、
天
神
・
楽
翁
様
の
御
主
意
ニ
か
わ
る
べ
き
も
の
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、「
国
法
」「
天
照
大
神
の
御
勅
」（「
神
勅
」）

の
語
が
見
え
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
何
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
文
は
以
下
に
掲
げ
る
本
居
宣
長
の
「
玉
く
し

げ
」
の
文
を
踏
ま
え
て
記
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
今
の
御
代
と
申
す
は
、
ま
づ
天
照
大
御
神
の
御
は
か
ら
ひ
、
朝
廷
の
御ミヨ
任サシ
に
よ
り
て
、
東
照
神
御
祖
命
よ
り
御
つ
ぎ
〳
〵
、

大
将
軍
家
の
、
天
下
の
御
政
を
ば
、
敷
行
は
せ
給
ふ
御
世
に
し
て
、
そ
の
御
政
を
、
又
一
国
・
一
郡
と
分
て
、
御
大
名
た
ち
各
こ

れ
を
預
か
り
行
ひ
た
ま
ふ
御
事
な
れ
ば
、
其
御
領
内
〳
〵
の
民
も
、
全
く
私
の
民
に
は
あ
ら
ず
、
国
も
私
の
国
に
は
あ
ら
ず
、
天

下
の
民
は
、
み
な
当
時
こ
れ
を
、
東
照
神
御
祖
命
御
代
々
の
大
将
軍
家
へ
、
天
照
大
御
神
の
預
け
さ
せ
給
へ
る
御
民
な
り
。
国
も

又
天
照
大
御
神
の
預
け
さ
せ
た
ま
へ
る
御
国
な
り
。
然
れ
ば
か
の
神
御
祖
命
の
御
定
、
御
代
々
の
大
将
軍
家
の
御
掟
は
、
す
な
は

ち
こ
れ
天
照
大
御
神
の
御
定
・
御
掟
な
れ
ば
、
殊
に
大
切
に
思
召
て
、
此
御
定
・
御
掟
を
、
背ソム
か
じ
頽クヅ
さ
じ
と
よ
く
守
り
た
ま

ひ
、
又
其
国
々
の
政
事
は
、
天
照
大
御
神
よ
り
、
次
第
に
預
か
り
た
ま
へ
る
国
政
な
れ
ば
、
随
分
大
切
に
執
行
ひ
給
ふ
べ
く
、
民

は
天
照
大
御
神
よ
り
預
か
り
奉
れ
る
御
民
ぞ
と
い
ふ
こ
と
を
、
忘
れ
た
ま
は
ず
し
て
、
こ
れ
又
殊
に
大
切
に
お
ぼ
し
め
し
て
、
は

ぐ
ゝ
み
撫
給
ふ
べ
き
事
、
御
大
名
の
肝
要
な
れ
ば
、
下
下
の
事
執
行
ふ
人
々
に
も
、
此
旨
を
よ
く
示
し
お
き
給
ひ
て
、
心
得
違
へ

な
き
や
う
に
、
常
々
御
心
を
付
ら
る
べ
き
御
事
な
り
。

右
の
「
玉
く
し
げ
」
の
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
凡
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。
今
の
武
家
政
治
は
、
天
照
大
御
神
の
叡
慮
に
基
づ
き

朝
廷
か
ら
委
任
を
受
け
、
そ
れ
が
家
康
公
か
ら
代
々
の
将
軍
家
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
各
大
名
家
も
ま
た
将
軍
家
か

ら
、
そ
の
政
治
を
一
国
一
郡
に
分
け
て
預
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
天
下
の
国
土
・
人
民
は
、
す
べ
て
天
照
大
御
神
か
ら
預
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か
っ
た
国
土
・
人
民
で
あ
る
か
ら
、
家
康
公
や
代
々
の
将
軍
家
の
定
め
た
法
や
掟
も
天
照
大
御
神
の
定
め
た
法
や
掟
に
他
な
ら
な
い
。

従
っ
て
各
大
名
家
は
、
そ
れ
ら
の
法
や
掟
を
尊
重
し
、
順
守
す
べ
き
で
あ
り
、
領
内
の
政
治
も
天
照
大
御
神
よ
り
預
け
ら
れ
た
政
治
で

あ
る
か
ら
、
大
切
に
そ
れ
を
執
り
行
い
、
領
内
の
人
民
も
天
照
大
御
神
よ
り
預
け
ら
れ
た
人
民
で
あ
る
か
ら
、
大
切
に
撫
育
す
べ
き
こ

と
が
肝
要
で
あ
る
。
人
民
と
直
接
対
応
す
る
家
臣
に
も
、
こ
の
旨
を
よ
く
認
識
せ
し
め
て
心
得
違
い
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

以
上
の
「
玉
く
し
げ
」
の
文
を
念
頭
に
置
い
て
、
前
掲
の
落
し
文
を
読
む
と
、
落
し
文
に
「
只
今
我
々
共
、
国
法
ニ
し
た
か
ひ
、
天

照
大
神
の
御
勅
ニ
し
た
が
ひ
来
候
得
共
」
と
あ
る
の
は
、「
我
々
は
天
照
大
御
神
の
御
勅
や
そ
れ
に
基
づ
く
国
法
（
こ
こ
で
は
幕
府
法

や
藩
法
な
ど
を
指
す
か
。
但
し
、
そ
れ
は
「
玉
く
し
げ
」
の
「
東
照
神
御
祖
命
の
御
定
」「
御
代
々
の
大
将
軍
家
の
御
掟
」
と
同
じ
く
、

実
定
法
的
な
意
味
合
い
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
）
に
従
っ
て
来
た
け
れ
ど
も
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
少
々
其
法
ニ
隨
ひ
」
の

「
其
法
」
も
、「
神
勅
」
や
「
国
法
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
人
民
撫
育
を
目
的
と
す
る
法
」
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
「
神

勅
」
や
「
国
法
」
に
照
ら
し
て
、
こ
の
度
の
代
官
や
米
商
ら
の
行
為
を
は
か
れ
ば
、
彼
等
は
明
ら
か
に
そ
れ
に
違
反
し
て
い
る
か
ら
、

彼
等
は
直
ち
に
処
刑
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
落
し
文
の
論
理
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
落
し
文
の
後
段
の
文
は
、「
玉
く
し
げ
」

の
文
に
拠
り
な
が
ら
、
更
に
そ
れ
を
一
歩
進
め
て
、
我
々
は
「
神
勅
」（「
国
法
」
も
「
神
勅
」
と
ほ
ぼ
同
意
）
に
従
う
こ
と
に
よ
っ

て
、「
神
勅
」
に
従
わ
な
い
代
官
や
米
商
ら
を
誅
伐
す
る
の
だ
と
い
う
正
当
性
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
落
し
文
の

「
神
勅
」
を
「
玉
く
し
げ
」
と
同
じ
く
為
政
者
に
対
す
る
人
民
撫
育
の
為
の
天
照
大
御
神
の
至
上
命
令
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
と
、
生
田
萬
が
「
玉
く
し
げ
」
を
精
読
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
（
萬
の
著
わ
す
「
岩
に
む
す
苔
」
が
「
秘
本
玉
く
し

げ
」
の
文
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
）、
こ
の
落
し
文
が
萬
の
意
を
受
け
て
書
か
れ
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
く
、
む
し

ろ
こ
の
個
所
は
、
国
学
者
生
田
萬
の
思
想
が
尤
も
鮮
明
に
表
現
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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こ
こ
で
更
に
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
落
し
文
に
、「
天
照
大
神
の
御
勅
ニ
し
た
が
ひ
来
候
得
共
、
楽
翁
様
の
御
思
召
も

一
同
之
事
ニ
付
」
と
あ
り
、
ま
た
「
天
神
・
楽
翁
様
の
御
主
意
に
か
わ
る
べ
き
も
の
也
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
上
記
の
文
は
、

天
照
大
御
神
の
「
神
勅
」
と
「
楽
翁
様
の
御
思
召
・
御
主
意
」
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を

落
し
文
の
筆
者
が
よ
く
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
松
平
定
信
は
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
十
月
、
将
軍
家
齋
に
対
し
、「
御

心
得
之
箇
条
」
を
上
呈
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
有
名
な
「
大
政
委
任
論
」
と
称
さ
れ
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
と
は
、

日
本
国
六
十
余
州
は
朝
廷
か
ら
預
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
将
軍
の
私
有
物
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
将
軍
の
恣
意
的
な
政
治
を
抑

制
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
定
信
の
右
の
「
大
政
委
任
論
」
は
、
前
掲
「
玉
く
し
げ
」
の
文
と
同
じ
内
容
を
も
つ
こ

と
に
な
り
、
定
信
が
「
玉
く
し
げ
」
を
読
ん
で
、
そ
こ
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
落
し
文
が
「
神
勅
」
と

「
楽
翁
様
の
御
思
召
・
御
主
意
」
と
を
同
じ
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

定
信
の
父
、
田
安
宗
武
が
国
学
に
造
詣
が
深
く
、
荷
田
在
満
や
賀
茂
眞
渕
ら
を
登
用
し
、
古
典
や
故
実
に
通
暁
し
て
い
た
こ
と
は
有

名
で
あ
り
、
定
信
も
、
そ
の
家
学
の
影
響
の
下
に
育
て
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
定
信
は
白
河
に
藩
校
立
教
館
を
創
設
す
る
際
に
は
、
孔

子
を
祭
ら
ず
、
釈
奠
も
行
わ
ず
、
し
か
も
学
館
講
堂
の
中
央
に
は
天
照
大
御
神
を
祭
り
、
左
に
家
康
の
遺
訓
、
右
に
四
書
五
経
と
藩
祖

定
綱
の
勧
学
家
訓
を
安
置
し
た
。
父
田
安
宗
武
は
、
す
ぐ
れ
た
歌
人
、
歌
学
者
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
定
信
は
そ
の
感
化
を
受
け
て
幼
少

よ
り
古
歌
に
親
し
み
、
自
身
も
多
く
の
秀
歌
を
遺
し
て
い
る
。
ま
た
漢
籍
と
共
に
源
氏
物
語
、
伊
勢
物
語
、
万
葉
集
、
古
今
集
な
ど
多

く
の
日
本
の
古
典
を
書
写
し
て
い
る
が
、
定
信
の
大
字
の
揮
毫
は
雄
偉
に
し
て
豪
爽
、
そ
の
細
字
の
筆
法
は
精
緻
に
し
て
優
雅
と
評
さ

れ
て

18
）

い
る
。

一
方
、
生
田
萬
は
「
岩
に
む
す
苔
」
の
中
で
、
徳
川
家
康
に
よ
る
皇
典
に
基
づ
い
た
政
治
、
尾
張
の
徳
川
義
直
に
よ
る
神
祇
宝
典
の

編
纂
、
水
戸
の
徳
川
光
圀
に
よ
る
大
日
本
史
・
礼
儀
類
典
の
編
纂
を
あ
げ
、
そ
の
次
に
「
田
安
様
に
て
は
加
茂
眞
渕
翁
を
召
さ
せ
ら
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れ
、
紀
州
様
に
て
は
本
居
宣
長
翁
を
召
さ
せ
ら
れ
候
」
と
述
べ
て
、
古
道
学
を
提
唱
し
て
い
る
。
確
か
に
萬
が
定
信
の
著
書
を
読
み
、

そ
れ
に
啓
発
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
「
田
安
宗
武
」
の
名
を
あ
げ
て
、
そ
の
国
学
研
究
を
高
く
評
価
し
て
い

る
こ
と
を
思
え
ば
、
萬
は
定
信
に
対
し
て
も
関
心
を
有
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
萬
は
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
の
出
生
で
あ
る
か

ら
、
定
信
と
の
年
齢
の
差
は
四
十
歳
余
の
開
き
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
二
人
は
同
時
代
を
生
き
た
か
ら
、
定
信
の
政
治
改
革
に
対
す
る
情

熱
は
、
青
年
期
の
萬
の
耳
に
も
当
然
届
い
て
い
た
筈
で
あ
る
。
萬
は
す
ぐ
れ
た
歌
人
で
も
あ
り
、
題
詠
の
歌
に
は
型
に
囚
わ
れ
た
凡
作

が
多
い
が
、
折
々
の
実
感
を
詠
じ
た
歌
に
は
生
気
が
充
ち
溢
れ
、
当
時
の
一
流
の
歌
人
に
比
し
て
も
遜
色
の
な
い
秀
歌
が
多
い
と
い
わ

れ
て
お
り
、
ま
た
書
道
に
お
い
て
も
、
空
海
、
道
風
な
ど
の
墨
蹟
を
臨

し
て
修
業
に
努
め
、
そ
の
書
は
高
雅
な
一
面
を
有
す
る
と
評

価
さ
れ
て

19
）

い
る
。

も
と
よ
り
定
信
と
萬
と
は
、
一
方
は
朱
子
学
を
奉
じ
、
他
方
は
そ
れ
を
排
す
る
な
ど
、
そ
の
思
想
、
信
条
に
は
異
な
る
も
の
が
あ
っ

た
が
、
し
か
し
日
本
国
家
の
自
立
・
発
展
の
為
に
、
日
本
固
有
の
精
神
に
基
づ
い
て
漢
学
を
修
め
、
そ
れ
を
活
用
せ
ん
と
す
る
、
い
わ

ゆ
る
「
和
魂
漢
才
」
の
精
神
の
持
主
と
い
う
点
に
お
い
て
は
両
者
は
共
通
し
て
お
り
、
ま
た
和
歌
や
書
道
な
ど
、
そ
の
古
典
的
な
嗜
好

や
趣
味
に
お
い
て
も
両
者
に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
、
萬
が
定
信
の
政
治
や
思
想
に
共
鳴
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

敢
て
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
落
し
文
の
筆
者
が
「
神
勅
」
と
「
楽
翁
様
の
御
思
召
・
御
主
意
」
と
を
同
一
の
も
の
と
し
て
認
識
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
上
記
の
如
き
萬
の
定
信
観
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ

20
）

う
か
。

結

言

以
上
、
本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
生
田
萬
の
落
し
文
」
を
通
し
て
、
生
田
萬
が
ど
の
よ
う
に
し
て
民
衆
に
対
し
蹶
起
を
呼
び
か
け
、
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行
動
へ
の
参
加
を
促
し
た
か
、
そ
の
説
得
の
為
の
技
術
・
技
法
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
探
っ
て
来
た
。
今
、
落
し
文
が
あ
げ
た
実
力
行

使
の
為
の
正
当
化
の
根
拠
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
は
大
き
く
分
け
て
次
の
三
種
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
一

天
の
道
理
」
と
「
神
勅
」

第
二

必
死
」
の
状
態
に
あ
る
飢
民
の
救
済

第
三

楽
翁
様
の
御
政
事
・
御
思
召
・
御
主
意
」

第
一
の
根
拠
は
、
何
人
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
不
変
の
効
力
を
も
つ
規
範
で
あ
っ
て
、
今
日
で
い

う
自
然
法
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
根
拠
は
、
当
時
の
柏
崎
に
お
い
て
一
刻
の
猶
予
を
も
ゆ
る
さ
れ
な
い
目
前
に
迫
っ
た
現

実
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
第
一
の
理
念
上
の
根
拠
は
、
万
人
を
し
て
納
得
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
は
抽
象
的

で
莫
然
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
掲
げ
る
だ
け
で
は
人
々
に
対
し
、
実
践
の
為
の
積
極
的
な
行
動
を
促
す
に
十
分
で
は
な
い
。
ま
た
第
二

の
現
実
上
の
根
拠
は
、
人
々
に
対
し
、
実
践
の
為
の
積
極
的
な
行
動
を
促
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
を
掲
げ
る
だ
け
で
は
万
人
を
し

て
納
得
せ
し
め
る
大
義
名
分
が
な
い
。
第
一
の
根
拠
と
第
二
の
根
拠
と
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
す
べ
て
の
人
々
に
対
し

説
得
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
実
践
の
為
の
積
極
的
な
行
動
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
落
し
文
の
論
理
を
敷
衍
す
れ
ば
、
こ
の

第
一
の
根
拠
と
第
二
の
根
拠
と
を
強
く
結
び
つ
け
る
も
の
が
即
ち
第
三
の
根
拠
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

定
信
政
治
の
基
調
は
、
支
配
階
級
の
収
賄
禁
止
等
に
よ
る
奢
侈
の
抑
制
と
人
民
愛
撫
の
精
神
に
よ
る
窮
民
救
済
に
あ
り
、
そ
の
政
策

は
一
定
程
度
成
功
し
、
そ
の
実
績
は
柏
崎
の
町
在
民
に
と
っ
て
も
、
前
藩
主
の
治
政
と
し
て
身
近
に
感
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も

定
信
は
「
国
本
論
」
の
著
者
で
も
あ
り
、
ま
た
「
大
政
委
任
論
」
の
意
見
の
持
主
で
も
あ
っ
た
。
い
わ
ば
定
信
は
上
記
の
第
一
の
根
拠

で
あ
る
理
念
に
基
づ
い
て
、
第
二
の
根
拠
で
あ
る
現
実
の
諸
問
題
、
と
り
わ
け
飢
民
救
済
問
題
を
解
決
し
た
人
物
で
あ
り
、
こ
の
二
つ

の
根
拠
は
「
楽
翁
様
」
の
名
に
お
い
て
、
す
で
に
統
合
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
楽
翁
様
」
と
い
う
名
は
、
今
、
ま
さ
に
落
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し
文
が
問
題
と
し
て
い
る
民
衆
蹶
起
を
促
す
為
の
第
一
の
理
念
上
の
根
拠
と
第
二
の
実
際
上
の
根
拠
と
を
強
力
に
結
び
つ
け
る
媒
介
と

し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
た
そ
の
例
証
と
し
て
の
機
能
を
果
す
も
の
で
あ
っ
た
。
落
し
文
が
「
楽
翁
様
」
の
名
を
四
回
も
あ
げ
て
、

楽
翁
政
治
へ
の
回
帰
を
訴
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
為
で
あ
る
。
こ
の
落
し
文
が
生
田
萬
自
ら
が
筆
を
執
っ
て
書
い
た
も
の
か
ど
う
か
は

な
お
疑
問
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
落
し
文
に
み
る
、
巧
妙
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
大
体
の
骨
組
み
を
構

築
し
た
人
物
と
し
て
は
、
や
は
り
萬
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
落
し
文
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
定
信
の
政
治
・
思
想
・
信
条
等
が
大
き
な
役
割
を
演
じ
、
し
か
も
そ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
骨
組
み
を
萬

自
身
が
作
っ
た
と
す
る
と
、
今
後
、
萬
の
思
想
や
行
動
を
考
察
す
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
検
討
も
必
要
と
な
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
こ
に
な
お
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
落
し
文
に
よ
る
上
記
の
よ
う
な
説
得
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
騒
動
に
は
、
柏

崎
陣
屋
領
の
町
役
人
・
村
役
人
ら
の
上
層
部
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、
困
窮
し
て
い
る
一
般
の
町
在
民
が
一
人
と
し
て
参
加
し
な
か

っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
陣
屋
襲
撃
を
敢
行
し
た
萬
の
同
志
は
、
浪
人
二
人
を
含
む
僅
か
五
名
で
あ
り
、
当
日
未
明
、
萬
の
集
団
に

隨
っ
た
数
十
名
の
い
わ
ゆ
る
弥
次
馬
的
農
民
も
、
実
は
与
板
藩
の
領
民
で
あ
っ
た
。
こ
の
乱
に
柏
崎
陣
屋
の
支
配
す
る
領
民
が
一
人
も

参
加
し
な
か
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
種
々
研
究
が
為
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
そ
れ
は
、
こ
の
事

件
の
最
大
の
謎
で
あ
り
、
こ
の
事
件
の
真
の
動
機
、
意
図
、
目
的
と
も
密
接
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

１
）

天
保
八
年
十
月
二
十
五
日
付
、
桑
名
藩
江
戸
留
守
居
役
の
幕
府
宛
申
上
書
。
山
田
八
十
八
郎
編
『
刈
羽
郡
旧
蹟
志

上
巻
』（
明
治
四
十
二
年
、
刈

羽
郡
役
所
）
所
収
「
天
保
丁
酉
騒
動
顚
末
」
一
二
八
・
一
二
九
頁
。
但
し
二

の
白
旗
の
後
者
の
文
字
は
、「
御
陣
内
騒
働
記
」（『
柏
崎
市
史
資
料
集

近
世
篇
２
下
』
所
収
五
二
〇
頁
）
に
は
「
集
忠
義
征・
暴
虐・
」、「
生
田
萬
騒
動
記
」（
同
上
所
収
五
二
四
頁
）
に
は
「
集
忠
臣・
征・
暴
虐・
」
と
あ
る
。

２
）

柏
崎
市
立
図
書
館
所
蔵
「
柏
崎
文
庫
」
の
今
町
の
部
に
、「
町
役
人
、
村
役
人
、
又
は
御
内
用
達
、
苗
字
帯
刀
御
免
等
の
役
付
は
、
始
は
由
緒
家
柄
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を
以
て
撰
み
し
も
、
追
々
変
化
し
て
献
金
、
上
納
金
、
御
手
伝
等
多
き
者
を
以
て
選
任
す
る
事
と
な
れ
り
。
…
…
さ
れ
ば
天
明
の
頃
迄
は
、
矢
口
、
市

川
、
下
山
田
、
内・
山・
等
、
世
襲
し
て
町
役
人
出
頭
た
り
し
が
、
夫
れ
よ
り
後
は
山
甚
、
小
熊
等
其
他
の
諸
家
を
町
役
人
と
な
し
た
り
」
と
あ
る
か
ら
、

「
内
山
篤
次
」
も
旧
町
役
人
の
一
族
で
あ
ろ
う
か
。

３
）

柏
崎
文
庫
」
の
中
町
の
部
に
、
次
の
如
き
記
事
が
あ
る
。「
中
町
、
慶
長
の
頃
、
柏
崎
駅
場
と
な
り
、
町
家
も
立
ち
並
び
て
町
名
を
附
し
、
大
町
、

中
町
、
今
町
と
称
せ
し
な
り
。
元
禄
の
頃
よ
り
魚
市
場
を
立
つ
。
よ
っ
て
此
辺
を
総
称
し
て
魚・
場・
と
も
い
ふ
。
安
政
鑑
に
幅
四
間
、
長
六
十
間
、
人
家
五

十
一
軒
、
町
の
中
央
ニ
井
戸
あ
り
。
井
桁
六
尺
四
方
、
飲
用
水
。
う
た
ニ
、
結
ふ
て
し
ま
ふ
か
結
は
ず
に
置
こ
か
、
し
あ
ん
中
町
洗
ひ
髪
。
行
こ
か
新
町

か
へ
ろ
か
四
つ
家
、
し
あ
ん
中
町
魚
市
」。
上
記
の
記
事
か
ら
す
る
と
、「
肴
場
」
は
、
現
在
の
柏
崎
市
西
本
町
二
丁
目
の
地
域
に
当
る
。

４
）

天
保
八
年
四
月
十
四
日
付
、
中
村
鷲
之
助
宛
の
生
田
萬
書
簡
。
寺
島

二
「
生
田
萬
」
館
林
郷
土
史
談
会
編
『
生
田
萬
・
荒
井
静
埜
』
昭
和
十
一

年
、
一
六
七
頁
以
下
。

５
）

天
保
八
年
六
月
、
出
雲
崎
御
料
手
代
、
桑
名
藩
代
官
ら
十
二
名
に
よ
る
。『
新
潟
県
史

資
料
篇
12

近
世
七

幕
末
編
』
昭
和
五
十
九
年
、
八
六

〇
頁
以
下
。
前
掲
『
刈
羽
郡
旧
蹟
志

上
巻
』
一
二
四
・
一
二
五
頁
。

６
）

宮
沢
俊
義
「
抵
抗
権
」『
憲
法
Ⅱ
』
昭
和
三
十
四
年
、
有
斐
閣
刊
、
一
三
二
頁
以
下
。

７
）

松
平
定
信
の
白
河
藩
の
藩
政
改
革
に
つ
い
て
は
、
渋
沢
榮
一
『
楽
翁
公
伝
』
昭
和
十
二
年
、
岩
波
書
店
刊
、
四
四
頁
以
下
、
高
沢
憲
治
『
松
平
定

信
』
二
〇
一
二
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
、
二
七
頁
以
下
等
参
照
。

８
）

新
沢
佳
大
編
『
柏
崎
編
年
史

上
巻
』
昭
和
四
十
五
年
、
柏
崎
市
発
行
、
三
二
七
・
三
二
八
頁
。『
柏
崎
市
史

中
巻
』
平
成
二
年
、
一
六
二
頁
。

９
）

市
川
九
良
五
郎
由
緒
書
」「
中
村
雄
右
衛
門
由
緒
書
」『
柏
崎
市
史
資
料
集

近
世
篇
２
上
』
昭
和
六
十
年
、
五
九
八
・
六
〇
七
頁
。

10
）

市
川
九
良
五
郎
由
緒
書
」
前
掲
書
五
九
八
頁
。

11
）

10
）に
同
じ
。

12
）

中
村
雄
右
衛
門
由
緒
書
」
前
掲
書
六
〇
七
頁
。

13
）

中
村
雄
右
衛
門
由
緒
書
」
前
掲
書
六
〇
六
頁
。

14
）

松
平
定
信
の
柏
崎
に
お
け
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
異
論
も
あ
る
。
明
治
四
十
年
九
月
の
柏
崎
新
聞
に
は
、
甲
子
樓
主
人
（
関
甲
子
次
郎
）
筆
の
次
の

如
き
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
我
が
松
平
越
中
守
家
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
、
領
有
高
十
一
万
三
千
石
の
内
、
越
後
に
て
八
万
三
千
石
を
有
し
、
…
…

此
越
後
領
分
を
以
て
、
御
台
所
と
称
し
、
ド
シ
〳
〵
領
民
に
、
貢
租
献
金
等
を
申
し
附
け
ら
れ
ま
し
た
事
で
あ
り
升
。
と
り
わ
け
御
先
代
の
定
信
公
は
、
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身
代
不
相
当
の
器
量
人
で
有
り
ま
し
た
か
ら
、
中
々
御
物
入
り
が
多
く
、
従
て
領
内
の
民
百
姓
よ
り
は
何
か
と
言
っ
て
は
吸
ひ
上
げ
、
何
か
と
言
っ
て
は

取
り
上
げ
る
事
が
ひ
ど
か
っ
た
さ
う
で
有
り
升
。
其
取
り
上
げ
吸
上
げ
の
報
酬
と
し
て
は
、
苗
字
御
免
、
帯
刀
差
し
許
し
、
或
は
何
人
扶
持
下
さ
る
と

か
、
或
は
居
掛
り
諸
役
御
免
と
か
申
し
渡
し
…
…
」。
し
か
し
献
金
の
代
償
と
し
て
の
役
職
等
の
付
与
は
、
定
信
の
後
を
継
い
だ
定
永
以
後
に
多
く
認
め

ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
は
藩
主
の
早
世
が
続
い
た
こ
と
な
ど
も
、
そ
の
一
因
と
し
て
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

15
）

柏
崎
文
庫
」
の
嶋
町
の
部
に
は
、
七
兵
衛
（
戸
田
穂
波
）、
七
左
衛
門
（
戸
田
松
園
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち

「
穂
波
、
笑
ひ
本
を
仕
入
れ
、
東
叡
山
の
□
札
を
さ
し
て
来
り
し
を
、
密
告
者
あ
り
て
板
橋
駅
ニ
て
荷
物
差
押
へ
ら
れ
、
桑
名
藩
の
裁
許
に
て
本
屋
を
止

め
ら
れ
、
笠
か
ぶ
り
と
な
り
、
医
者
を
業
と
し
幇
漢間
）を

兼
ね
た
り
。
本
七
坊
〳
〵
と
呼
ば
る
。
笠
か
ぶ
り
通
り
ち
が
へ
ば
し
ら
ぬ
人

よ
く
〳
〵
み
れ
は

本
屋
七
兵
エ
」、「
七
左
エ
門
、
松
園
、
久
穂
、
七
兵
エ
の
弟
。
香
に
匂
ふ
梅
の
こ
か
け
に
旅
寝
し
て

の
べ
の
霞
を
わ
け
や
行
く
ら
ん
。
七
左
エ
門
、
才

幹
あ
り
。
市
在
の
上
流
ニ
交
り
、
書
画
骨
董
を
業
と
し
、
前
川
文
雅
、
平
山
安
齋
等
と
安
政
よ
り
明
治
ニ
至
る
柏
崎
の
社
交
界
を
賑
は
せ
り
。
書
画
会
開

催
の
如
き
は
多
く
此
松
園
の
発
起
な
り
。
明
治
戊
辰
の
変
、
星
野
藤
兵
エ
の
手
先
き
と
な
り
、
大
ニ
活
動
す
。
二
年
己
巳
東
京
へ
行
き
、
東
京
府
権
判

事
、
片
桐
直
方
宅
ニ
寓
す
。
片
桐
、
罪
を
獲
、
松
園
も
亦
嫌
疑
を
う
け
て
獄
ニ
繫
が
る
。
養
子
良
助
、
上
京
し
て
其
罪
に
代
ら
ん
事
を
願
ふ
。
許
さ
れ

ず
。
た
ま
〳
〵
松
園
、
病
を
得
、
免
獄
せ
ら
れ
て
浅
草
三
筋
町
寓
居
ニ
病
死
す
。
時
ニ
六
月
二
十
九
日
、
五
十
一
才
な
り
。
牛
籠
光
照
寺
ニ
葬
る
。
明
治

八
年
、
良
助
、
柏
崎
正
光
寺
の
後
山
ニ
改
葬
し
碑
を
た
つ
。
大
橋
陶
庵
正

の
撰
文
、
晩
翠
院
秀
誉
松
園
居
士
」。
な
お
「
柏
崎
文
庫
」
の
大
町
の
部
に

も
、「
本
屋
七
左
エ
門
、
戸
田
良
齋
の
弟
、
大
町
に
書
籍
店
を
開
く
。
か
し
本
等
の
元
祖
な
り
。
安
政
か
ゞ
み
に
、
三
都
和
漢
書
物
処

大
町

本
屋
七

左
エ
門
」
と
あ
っ
て
、「
和
漢
書
物
処
」
と
「
懐
中
蝋
燭
」
の
二
枚
の
木
版
刷
広
告
文
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
七
左
衛
門
は
、

初
め
嶋
町
に
書
店
を
開
い
た
が
、
安
政
の
頃
に
は
、
大
町
は
た
ご
町
に
転
居
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。

16
）

相
馬
前
掲
書
二
九
四
頁
。

17
）

相
馬
前
掲
書
二
九
二
頁
。

18
）

渋
沢
前
掲
書
一
六
・
三
七
四
頁
以
下
。

19
）

相
馬
前
掲
書
四
三
・
四
四
頁
。

20
）

こ
の
落
し
文
に
は
、
他
に
も
定
信
の
影
響
と
思
わ
れ
る
個
所
が
あ
る
。
落
し
文
に
、
天
下
の
飢
饉
が
原
因
と
な
っ
て
乱
世
を
招
く
危
険
が
あ
る
か

ら
、「
武
の
備
ハ
尤
可
有
之
儀
也
」
と
し
て
武
備
の
必
要
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
定
信
の
「
白
河
家
訓
」
の
「
家
中
の
士
は
武
備
を
忘
る
べ
か
ら
ず
」

に
、
ま
た
落
し
文
に
「
此
儀
私
欲
ニ
さ
へ
拘
り
不
申
候
ハ
バ
天
理
ニ
相
叶
候
間
、
私
欲
ニ
拘
は
ら
ぬ
事
、
第
一
の
肝
要
ニ
候
」
と
あ
っ
て
、「
私
欲
」
を
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強
く
戒
し
め
て
い
る
の
は
、
同
「
家
訓
」
の
「
…
…
今
や
士
に
し
て
こ
の
貴
き
職
分
を
忘
れ
、
妄
り
に
財
利
を
事
と
し
、
金
銀
を
貪
る
者
多
し
と
い
ふ
。

…
…
士
に
俸
禄
を
与
ふ
る
は
、
利
慾
の
念
を
去
り
、
専
念
奉
公
に
勤
め
し
む
る
為
め
な
ら
ず
や
。
予
が
家
臣
た
る
者
は
之
を
三
思
せ
よ
」
に
、
そ
の
内
容

は
そ
れ
ぞ
れ
符
合
す
る
。

〔
付
記
〕国

本
論
」
写
本
の
閲
覧
に
関
し
て
は
、
國
學
院
大
學
教
授
高
塩
博
氏
に
、
柏
崎
市
立
図
書
館
所
蔵
の
「
柏
崎
文
庫
」
関
係
史
料
、
及
び
「
柏
崎
騒
動

聞
書
」
の
撮
影
・
複
写
に
関
し
て
は
、
柏
崎
ふ
る
さ
と
人
物
館
学
芸
員
池
田
孝
博
氏
に
、
柏
崎
市
立
図
書
館
所
蔵
の
郷
土
資
料
の
閲
覧
・
複
写
に
関
し
て

は
、
同
図
書
館
司
書
田
村
早
苗
氏
に
、
そ
れ
ぞ
れ
御
高
配
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
の
意
を
表
す
る
。
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